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       午前１０時００分 開議  

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２９年第１回美幌町議会定例会第２

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１０番吉住博幸さん、１１

番橋本博之さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。 

 朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、先に通告しておりますとおり、大きく

３項目について御質問させていただきたい

と思います。 

 １点目、道路行政について。 

 町道等の舗装化の考え方について。 

 道路行政のうち、町道等の舗装化の考え

方についてお聞きします。 

 １点目、美幌町総合計画の道路網の整備

では、都市計画区域内町道の舗装化率の指

標として、平成３０年の前期までに９６.

１％、平成３４年の中期までに９６.４％、

平成３８年の後期までに９６.７％としてい

ます。総合計画策定時の平成２６年で９５.

９８％でしたから、１１年間で０.７２％し

か舗装化されないというのは寂しい話です

が、この都市計画区域内町道で真に生活道

路として利用され、舗装化されていない町

道は何カ所で、その総延長はどのくらいあ

るのでしょうか。 

 また、町道の整備に関して、町道整備計

画（中期的計画）の策定とありますが、そ

の計画の策定状況についてお聞かせくださ

い。 

 ２点目として、町道認定されていない生

活道路も町内には多々存在していると思い

ますが、それら道路の舗装化の考え方につ

いてお聞かせください。 

 大きな項目の２点目、町民相談窓口につ

いてであります。 

 町民なんでも相談室の環境・体制の現状

について。 

 美幌町のホームページの相談窓口を見ま

すと、心配事、消費生活、教育、心の健

康、無料法律、障害のある方、子供の虐

待、ＤＶ、ストーカーなどなど、あらゆる

事項に関しての相談窓口を紹介していま

す。利用者数等、相談状況については、プ

ライバシーにかかわることですから、あえ

て質問はしませんけれども、たくさんのこ

とに関して窓口を開放しておくことは非常

によいことだと思います。今後も、町のホ

ームページだけでなく、広報誌等、あらゆ
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る手段・機会を通じて相談窓口の存在につ

いて広報、宣伝していただきたいと思いま

す。 

 本日は、その中の一つである町民なんで

も相談室について質問いたします。 

 町民なんでも相談室ですが、行政への相

談、苦情を初め、町民の皆さんのお悩み、

お困りごとの解決を図るため、電話・窓口

によるアドバイス、相談機関の紹介などを

行っているとあります。要するに、窓口の

要員で対応できる内容は、その場でアドバ

イス等を行い、対応できない内容は先ほど

の専門的な窓口を紹介することだと思いま

すが、窓口の配置、備品の整備、職員の対

応要領等、町民目線から見て利用しやすい

環境となっているのでしょうか。 

 特に、近隣住民とのトラブルや行政等へ

の苦情で来訪する方の対応には十分注意が

必要だと思います。初期対応が不十分だと

かえって怒らせてしまい、行政への不信を

招きかねません。まず、来訪者が何を訴え

たいのか、よく話を聞くことが重要だと思

います。いわゆるカウンセリング的な対応

が必要だと思いますが、現在の窓口１０

番、町民なんでも相談室は、それら機能を

十二分に発揮できる環境・体制となってい

るのか、町長の見解をお聞きします。 

 大きな３点目、職員のメンタルヘルスケ

アについて。 

 職員の心の健康増進、メンタルヘルスケ

アについて質問いたします。 

 職員の方々も多種多様な悩み等をお持ち

だと思います。平成２７年１１月３０日に

厚生労働省が発出した、労働者の健康の保

持増進のための指針では、労働者の受ける

ストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関

して強い不安やストレスを感じている労働

者が半数を超える状況にあるとうたってお

ります。また、その指針では、みずからが

ストレスチェック制度を含めた事業場にお

けるメンタルヘルスケアを積極的に推進す

ることを表明するとともに、衛生委員会ま

たは安全衛生委員会において十分調査、審

議を行いメンタルヘルスケアに関する事業

場の現状とその問題点を明確にし、その問

題点を解決する具体的な実施事項等につい

ての基本的な計画、心の健康づくり計画を

策定、実施するとともに、ストレスチェッ

ク制度の実施方法等に関する規定を策定

し、制度の円滑な実施を図る必要があると

記述されています。 

 そこで質問ですが、美幌町における職員

のメンタルヘルスケアの現状はどのように

行われているのかお聞きします。 

 以上、３項目についてお願いをいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 戸澤議員

の質問にお答えを申し上げます。 

 初めに、道路行政について。 

 御質問の町道等の舗装化の考え方につい

ての１点目でありますが、都市計画区域内

の生活道路は４６８路線、延長は１０９キ

ロメートルであり、うち未舗装は１８路

線、２.３キロメートルとなっております。 

 次に、町道整備計画についてであります

が、町では、未整備の路線や経年务化によ

る舗装補修が必要な路線を毎年調査し、利

用頻度や補修の緊急度の高い路線を抽出す

るとともに、事業化のための補助事業や過

疎債などの財源見通しを立てながら整備計

画を策定し、計画に沿った整備を進めてお

ります。 

 なお、町道整備計画は、町道の路面务化

による舗装補修が喫緊の課題となっている

ことから、毎年見直しをしているところで

あります。 

 ２点目の町道に認定されていない生活道

路の舗装化の考え方についてであります

が、公共的性格のある私道の取り扱いにつ

いては、美幌町が策定した私道取扱要領に

基づき、舗装や側溝などの整備を行わない

こととしております。しかし、私道であっ

ても沿線住民の方の重要な生活道路である
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ことから、除雪や砂利の敷きならしを中心

とした維持管理を行っており、今後につき

ましても、通行に支障が生じぬよう適切な

維持管理に努めてまいりますので、御理解

をいただきますよう、よろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 次に、町民相談窓口について。 

 町民なんでも相談室の環境・体制の現状

についてでありますが、町民なんでも相談

室に町民の方が御相談にお越しいただいた

場合、窓口１０番のカウンターにおいて住

民活動の担当職員から御相談内容を伺い、

直ちに判断できる内容はその場でアドバイ

スをさせていただきますが、他の部局にか

かわる専門性の高い内容については、該当

する窓口へ案内し、担当への引き継ぎを行

っております。さらに、法律的な専門性が

求められる事案については、無料法律相談

を紹介するなど、必要に応じた対応を行っ

ております。 

 相談業務においては、カウンターでの相

談を基本とし、内容に応じて庁舎相談室に

場所を移動するなどの配慮をしております

が、どうしても初めに御相談を伺う際に

は、一般のお客様と同じ廊下、カウンター

となるため、プライバシーの関係上、十分

ではないと考えております。今後は、全て

の相談業務において別室の相談室に御案内

の上、御相談者の抱えておられる問題、悩

みなどを安心した環境の中でしっかりとお

聞きできるよう対応を図ってまいりたいと

考えております。 

 また、相談窓口で対応する職員は、相談

業務を受けるための専門研修やカウンセリ

ングの研修は受けておりませんが、御相談

に来られた方の不安を払拭できるよう、職

員対応について今後も指導してまいりたい

と考えております。 

 次に、職員のメンタルヘルスケアについ

て。 

 本町における職員のメンタルヘルスケア

の現状はどのように行われているのかにつ

いてでありますが、平成２６年６月に労働

安全衛生法が一部改正され、ストレスチェ

ック制度が義務づけされたことから、本年

度、全職員を対象にストレスチェックを実

施してきたところであります。 

 具体的には、厚生労働省の労働安全法に

基づくストレスチェック制度実施マニュア

ルを参考に、安全衛生委員会を開催して、

実施体制や実施方法、実施手順などの調

査、審議を行い、本町職員のストレスチェ

ック制度実施規定を策定してきたところで

あります。その後、８月１日付で全職員に

対して、この実施規定の周知とあわせてス

トレスチェックの実施について表明したと

ころであります。９月には調査票の配布・

回収を行い、結果を取りまとめ、１１月に

は医師との面接指導を行い、制度の円滑な

実施に努めてきたところであります。 

 なお、結果につきましては、役場、国保

病院の正職員、臨時職員合わせて４３９名

の対象者に対し、受検者は３５１名、その

うち高ストレス者は３８名で、そのうち６

名が希望により医師との面接指導を実施し

たところであります。 

 いずれにいたしましても、職員のストレ

ス程度を把握し、職員自身のストレスへの

気づきを促すとともに、職場改善につな

げ、働きやすい職場づくりを進めることに

よって、職員がメンタルヘルス不調となる

ことを未然に防止することは重要であるこ

とから、今後もストレスチェック制度の円

滑な実施に努めることにより、積極的にメ

ンタルヘルスケアを推進してまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上、御答弁をさせていただきました。 

 よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それでは、道路行

政のほうから再質問させていただきたいと

思います。 
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 都市計画区域内生活道路の総延長１０９

キロメートルに対して、未舗装は２.３キロ

メートルという御答弁がありましたが、率

に直すと２.１１％が未舗装ということにな

り、逆に舗装率は９７.８９％ということに

なります。平成３０年前期までの指標が９

６.１％ということでしたから、オーバーし

ていることになりますけれども、今回の回

答は、都市計画区域内の生活道路というこ

とで質問をしましたので、この指標として

いる道路には都市計画区域内町道でも生活

道路以外も含まれているという認識でよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 御質問に

お答えいたします。 

 都市計画区域内の町道の路線数でござい

ますが、５００路線ございます。今回、生

活道路ということで絞り込みをさせていた

だきまして４６８路線ということです。生

活道路の意味合いでございますが、住宅が

そこに連檐しているということで、そのよ

うな利用形態などを見ながら絞り込みをさ

せていただいたところであります。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それでは、都市計

画区域内の生活道路以外の道路とはどのよ

うな道路を指すのか、また、未舗装道路の

２.３キロメートルというのはどの道路なの

か、具体的に場所の一例を挙げていただき

たいと思います。そして、生活道路と生活

道路以外の道路の違いをわかりやすく理解

できる場所の一例を挙げていただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問で、都市計画道路の生活道路以外

の道路ということで一例を申し上げます

と、町道ではありますけれども、工場に向

かう町道でありますが、そのバイパス的な

道路もございまして、利用されていないよ

うな道路があります。また、大体が今お話

ししたとおり、住宅街であっても、バイパ

ス的な町道が中間にありまして、実際にそ

の町道が余り利用されていない、また舗装

されていないというところなので、そうい

うところは除いておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 町の中の具体的な

道路を挙げることはできないですか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 具体的な

ところでいきますと、町道認定されている

道路で、ちょうど山側の裾を新興地区に入

っていく道路があります。その後に新設し

たもので、川側に向かって入って左に折れ

る、メーンとして利用されている町道があ

ります。そのように、廃止しないで残って

いる町道がありますが、それは耕作道など

で利用していますので、そういう場所につ

いては外しております。 

 また、住宅のところについては、個々の

部分がありますので差し控えますけれど

も、主にそういうところを除いております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 大体イメージでき

ました。 

 この町道の整備計画の中に、未整備路線

の整備や老朽化路線の改修など、地域要望

を勘案しながら優先順位を決めて計画を策

定し整備を行うということで総合計画には

記載されております。毎年、道路整備計画

を見直しているということなのですけれど

も、具体的に先ほどあった地域要望をどの

ように勘案をしているのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま
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の御質問でございますが、地域要望につい

ては、通常、道路が傷んでいるという御連

絡や御相談がありまして、そういう形で

個々に受ける部分と自治会連合会を通じて

自治会の要望として受ける部分と２通りご

ざいます。その中で、地域要望を受けるほ

か、道路の整備計画につきましては、道路

の傷みぐあいや、交通上支障があるところ

を加えていきまして、双方勘案しながら検

討し整備計画を立てているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今年度も整備計画

を見直したと思うのですけれども、これも

個々の通報や自治会連合会からの要望等を

踏まえて、実態に合うものは取り入れて整

備計画を見直したという認識でよろしいで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問でございますが、その中で、当

面、５年間の計画として見通しを立てなが

ら、見直しを図りながら、優先度を勘案し

ながら、今年度の予算に盛り込んできたと

いうことでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 次に、町道認定さ

れていない生活道路の舗装化の考え方につ

いてです。 

 平成２５年９月のある議員の一般質問の

答弁で町長は、「道路法に規定する町道以

外の私道の取り扱いについては、昭和５９

年策定の私道取扱要領に基づき除雪などの

維持管理を行ってはいるが、舗装、側溝の

整備は原則として行わないことになってい

る」ということで、これは先ほどの答弁に

あったとおりです。しかし、「私道であっ

ても、町民にとって必要な生活道路という

こともあり、市街地区域内の私道整備の検

討を進めたいと考えている」と発言してお

ります。それから既に３年以上経過してお

り、何かしら検討の結果が出ていると思う

のですけれども、それはいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問でございますが、平成２５年９月

の議会の中で、議員がおっしゃられた内容

の回答をさせていただいております。 

 私道の状況でございますが、現在、市街

地でございますけれども、５３路線で４.１

キロメートルございます。その中で、幅員

５メートル以内のところが５４％ほどあり

ます。これは、大部分が行きどまりの町道

です。 

 そういう中で、町のほうでそういうこと

も含めて考えているわけでございますが、

本数が多いこと、また整備に当たって実態

調査をしているわけでございますけれど

も、整備をする際の具体的な課題をまだ整

理し切れていない部分があります。ですか

ら、進んでいるとまでは言いませんが、こ

れからの課題として考えているところでご

ざいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 平成２５年９月の

同じ答弁で、「財源の確保に非常に苦慮し

ているのが現実であります。ただ、そうは

いっても、生活道路であり、経済あるいは

生産活動を支える道路でもありますので、

年次的に取り組んでいかなければいけない

とは思っておりますので、単発ではなく、

計画をつくって、計画的に、総合的に、尐

しずつでも進めていかなければいけないと

いう思いであります」と町長は発言してお

ります。 

 今般策定した町道整備計画に、町道認定

されていない生活道路の整備については記

載されているのでしょうか。 
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○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 現在の町

道整備計画につきましては、最新のもので

平成２９年度から３３年度の計画となって

おります。この中で、未舗装道路としまし

てこの間に８本、また、オーバーレイとし

てこの間に２２本ということで積み上げて

はいるのですが、実際に、財源の問題、起

債の問題で、そのとおりいけるかどうか

は、毎年、見直しを図っているところでご

ざいます。 

その中で、どうしても町道の傷みがひど

いという中で、私道のところまでそこに組

み入れるまでに至っていないというところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 財源の話をする

と、当然、起債は使えないと思うのです。

幅員もないし距離も足りない、ましてや行

きどまりだということになれば、当然、町

の単債でやるしかないと思います。 

 そこで、ことしの４６１号道路、今年度

予算の８９１号道路の金額を見ますと、１

メートル当たり１２万円から１６万円程度

で舗装できるという計算になるのですけれ

ども、例えば１０メートル舗装するのに１

２０万円、５０メートル舗装するのに約

亓、六百万円という計算になります。町の

単債で３００万円から５００万円をかけて

５３路線の４.１キロメートルをやるのに、

１０年計画でやればできるのではないかと

思うのです。 

 そこで、美幌町が策定した私道取扱要領

ですけれども、これは昭和５９年策定だと

思います。策定されてから３０年以上も経

過していて、当時と比べて道路状況、それ

から舗装化率も随分変化していると思いま

すので、現状の道路環境に合わせた計画が

必要ではないかと思います。 

 町道認定されていない生活道路の整備に

ついてインターネットで検索しましたとこ

ろ、福島県富岡町で町道認定外道路（生活

道路）の整備及び開発行為等により設置さ

れた道路の整備取扱要領というものが出て

きました。これも昭和６１年４月に策定さ

れた随分前の計画でありますけれども、美

幌町の計画に比べ、住民への思いやりがあ

る計画ではないかと思います。 

 内容を若干紹介しますと、要綱の要旨、

対象道路（公道）の整備、私道の整備、道

路の管理や引き継ぎなどが記載されてお

り、例えば、私道であっても起点が整備済

みの公道で行きどまりの私道にあっては、

その道路を利用する住居がおおむね５戸以

上で道路延長が５０メートル程度以上のも

のは町長が整備すると記載されています。

このように、町長の腹一つで、町道以外の

生活道路であったとしても、道路整備なか

んずく舗装化することはできるのではない

かと思います。 

 これから雪解けが始まる時期に、舗装化

されていないところに住む人たちは非常に

苦慮しているのではないかと思います。 

 そこで、この昭和５９年策定の私道取扱

要領を現在の道路の実態に合った計画に修

正する考えはないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私が一般質問でお

答えした部分があるというお話でありまし

たけれども、多分、それは町道になってい

ないところで町道の要件を満たさないとこ

ろについては、公益上、町長は必要と認め

るものについては認定要件を備えているも

のをみなすということができるという規定

がありますので、多分それに基づいた答弁

だったと思います。 

 そこで、私道取扱要領については、議員

がおっしゃるように昭和５９年４月１日か

らでありますけれども、私道の舗装、側溝

の整備は原則として行わないということに

なっておりますけれども、例えば開発行為

でやった場合どうするのかとか、いろいろ

と条件が異なってくる場合があると思いま
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す。 

 これは、お金がないからやらないという

ことではなくて、ずっとこの決めでやって

きております。今後、大分舗装化してきて

町道の舗装化率が高まってくるに従って、

こういったことも可能になってくる可能性

もありますので、これからも研究、検討さ

せていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 財源以外の例えば

上のほうの規則、規定でそういう縛りがあ

るのであれば、それらを解決できる手段が

ないかなどいろいろ検討して、生活道路と

して利用しているわけですから、なるべく

舗装化になるようにぜひ検討していただき

たいと思います。 

 あとは、この生活道路にしろ、舗装化さ

れていない地域に居住している住民の方々

は、家の前の道路はいつ舗装になるのか、

あるいは、ならないのかという情報が全然

入っていないということで、どうしてもそ

ういう不平不満が出てくるわけです。明確

にこの道路はこういう理由で舗装化できま

せん、あるいは、こういう理由で何年ぐら

いかかりますよときちんと住民に説明をし

ないから住民の方からいろいろ不平不満が

出てくると思うのです。 

 そういうことを住民の方々に説明する機

会は設けているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問でございますが、私道の舗装につ

いては、先ほど自治会の要望の件でお話し

しましたけれども、自治会の要望の中にも

私道についての舗装なり改良なりの要望が

ございます。自治会を通じて来ましたら、

自治会にお返ししたり、御本人から直接そ

ういう相談が来る場合もございます。そう

いう場合においては、今のできる範囲では

砂利の敷きならしとか、現地を見ながら具

体的な内容で御説明をしたいということ

で、その都度、対応させていただいている

ところでございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 自治会連合会を通

じてやっても、末端の、特に舗装化されて

いない住民の方々まで伝わるというのはな

かなか難しいと思いますので、特にその地

域の人を特別に集めて説明するなり機会を

つくったほうが、真意が伝わる可能性はあ

ると思いますので、その辺の検討をよろし

くお願いしたいと思います。 

 道路行政につきましては、これで終わり

たいと思います。 

 ２点目の町民相談窓口につきまして、再

質問をさせていただきたいと思います。 

 町民相談窓口の初期対応というのは非常

に重要だと思います。特に、憤慨されてい

る相談をお持ちの方については、不適切な

対応があれば、さらに機嫌が悪くなります

ので、こういった相談者を見きわめるとい

うことが重要だと思いますけれども、全相

談者がそういった方だという認識のもと、

当初から対応すればいいのではないかと思

いますし、そのためにはやはり環境整備が

必要です。カウンター越しの対応では問題

が多いのではないかと認識しております。 

 また、応対する職員も、１人ではなく

て、２人の男女ペアなり若い人であれば年

配の人と２人で対応したほうが効果的な対

応ができるのではないかと思います。 

 そこで、職員の通常業務に影響を及ぼす

ような相談件数なのか、１日に最大何名の

相談者があるのかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（露口哲也君） 相談に

お越しいただく部分では１日というより

は、そういう相談というものはほとんどな

く、１カ月に１件あるかないかぐらいの程
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度だと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 月１件の程度であ

れば、１人で対応するのではなく、なるべ

く２人で対応していただきたいと思いま

す。聞き方によって随分違うと思いますの

で、１人で聞くよりも２人、２人で聞くよ

りも３人で聞いたほうが真意がわかりやす

いと思いますので、通常業務を遅延させる

ようなことがないのであれば、その対応要

領を検討していただきたいと思います。 

 それから、答弁の中で、他の部局にかか

わる専門性の高い内容は相談の窓口へ案内

し、担当者への引き継ぎを行っているとい

う答弁がありました。これは、担当者が相

談者のもとに来て説明をするほうが、相談

者を余り移動させることがないため、当初

の場所で対応したほうがいいのではないか

と思います。そのためにも、今の場所は環

境的に十分ではないと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） なんでも相談

室に来られる方については、何か困った事

案があってこの相談窓口を御利用されてい

るというように認識しております。そうい

う意味でいけば、今議員おっしゃるとお

り、どこか部屋をきちんと確保して相談を

受ける、複数の人間で話を聞いた中で、こ

の相談者についてはどんなことを解決策と

して望んでいるのか、行政の中でその解決

にはどこのセクションに当たるのかという

ことをいち早く察して、そのセクションと

の連携の中で解決を図っていくということ

が必要だろうと思っております。そういっ

た意味でいけば、そのセクションを含めて

来ていただいて、その相談部屋の中で一緒

に話に加わっていただくということがベス

トだろうと思っています。 

 ただ、今、極力、部屋を確保する努力は

しているのですが、庁舎内の場所が限られ

ているということもございますので、そこ

の部屋に行くまで移動はしていただくこと

になろうかと思いますけれども、今後にお

いては、相談部屋の確保を図りながら、き

ちんとした相談対応を図っていきたいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 月１件という相談

ペースでありますけれども、月１件といえ

どもぜひ丁寧に応対していただければと思

います。 

 次に、職員のメンタルヘルスケアについ

ての質問ですが、平成２６年６月に労働安

全法が一部改正され、ストレスチェック制

度実施規定を策定したと答弁をいただきま

したけれども、平成２７年１１月３０日に

改正された労働者の心の健康の保持増進の

ための指針では、ストレスチェック制度の

実施規定の策定と並行して、心の健康づく

り計画の策定、実施と記載されています。 

 ストレスチェックというのは、メンタル

ヘルス不調者の早期発見とその適切な措置

が目的であり、心の健康づくり計画という

のは、メンタルヘルス不調を未然に防止す

る一次予防、メンタルヘルス不調を早期に

発見し適切な措置を行う二次予防、それか

ら、メンタルヘルス不調となった労働者の

職場復帰の支援等を行うための三次予防が

円滑に行われるようにする計画であるとい

うことで、ストレスチェックよりも広義な

計画と言えるのではないかと思います。 

 そのストレスチェック制度の実施規定で

は、職場環境の改善あるいは心の健康づく

り体制の整備までは計画できないと思いま

すけれども、心の健康づくり計画はそれら

の内容を含めて計画するということになり

ます。美幌町では、この心の健康づくり計

画に準じた計画は策定されているのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（石澤 憲君） 心の健康づく
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り計画については、必須規定ではございま

せんので、現状では健康づくり計画は策定

しておりません。ただ、安全衛生委員会の

中で、答弁にもあるとおり、実施方法、実

施体制等々について調査、審議を行ってお

りますので、その部分でも重複して十分対

応できるものもあろうかと考えておりま

す。 

 また、一つの例でありますけれども、中

期計画、単年度計画ということで、神奈川

県の労働局で出しているワンペーパーでま

とめているようなものもありますので、そ

れらを参考にしながら、安全衛生委員会で

計画づくりに向けて検討してまいりたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 必須ではないから

計画はつくっていない、安全衛生委員会な

どで対応できる内容になっているというこ

とでしたけれども、なるべくなら文章に起

こしたほうが実行に移しやすいと思いま

す。 

 インターネットで調べましたところ、釧

路町が健康づくり計画をつくっておりまし

たので、できれば参考に開いてみてもらえ

ればと思います。 

 今回、ストレスチェックということで答

弁をいただきましたけれども、先ほども言

いましたように、ストレスチェックだけが

メンタルヘルスケアではないです。ある意

味、現在美幌町がとっているグループ制

度、これも、業務の分散や業務の相互支援

という観点から、一種のメンタルヘルスケ

アではないかと私は感じているのですけれ

ども、ストレスチェック以外にメンタルヘ

ルスケアというのは調べればいっぱいある

と思うのです。それらを計画にまとめてお

けばいいのではないかと思いますが、その

辺はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 職員がストレ

スを抱える要因というのは数多くあるのだ

ろうと思っています。それは、仕事の量で

あったり、内容であったり、人間関係であ

ったり、家庭の要因等も含めて、さまざま

な形で要因は考えられるところでございま

す。ただ、職場からのストレスをいかに除

くことができるかというのが貴重な検討材

料となるのだろうと思っています。 

 １回目の答弁にありましたように、３５

１名の受検の中で３８名の高ストレス者が

いました。今回初めてストレス度について

の調査をしたのですが、職員の約１割が高

ストレス者という形になってございます。 

 過去の経過として、ストレスを原因とし

たものでは、これが長期休暇につながり、

あるいは休職につながり、退職につなが

り、降任につながるというケースが非常に

多いということからいけば、この対策をど

うとっていくかというのが非常に大きな問

題だと思っています。 

 これについては、グループ制も含めて、

まずは話しやすい環境をつくり、風通しの

よい職場をつくるということからスタート

させる。あるいは、管理職における声かけ

の運動をしていくという中で、職員の持っ

ているストレスや悩み、相談に対処できる

方法を、安全衛生委員会の中でもきちんと

年次的にとり進めて検証を図っていくとい

う形にしていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） これで終わります

けれども、三十数名の方がひっかかってい

るということで、それらの原因はさまざま

あると思います。要するに、高ストレスに

なっている方の原因をよく拾い集めて、そ

れをどうしたら改善できるかということが

大事だと思うのです。ストレスチェック

は、あくまでも結果だけであって、それを

どう解消していくかというのがこれからの

課題だと思いますので、そこをひとつお願

いしまして、私の質問は終わらせていただ
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きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。再開は１０時５０分

といたします。 

午前１０時４６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日

は、先に通告してありました３項目につい

て質問させていただきます。 

 １項目め、Ｂ型肝炎ワクチンの接種助成

拡大について。 

 平成２８年１０月から０歳児を対象にＢ

型肝炎ワクチン接種が無料化になりまし

た。これまでは、母子感染予防のため、Ｂ

型肝炎ウイルスを持つ母親（キャリア）の

赤ちゃんだけが健康保険で接種できまし

た。Ｂ型肝炎とは、Ｂ型肝炎ウイルスの感

染で起きる肝臓の病気であり、また、血液

以外の唾液や汗などの体液を介しても感染

することで発症いたします。Ｂ型肝炎ウイ

ルスは、乳幼児に感染すると持続感染状態

（キャリア化）に陥りやすく、慢性肝炎や

肝がんになるおそれがあります。また、乳

幼児期の１歳未満児に感染すると９０％、

１歳から４歳は２０％から５０％、それ以

上の年齢になると１％以下の確率でキャリ

ア化に移行します。しかし、乳児にワクチ

ンを接種することで９５％以上の抗体が獲

得され、感染の防止効果も２０年以上続く

有効性のあるワクチンであると推奨されて

おります。また、小児のＢ型肝炎ウイルス

感染者は無症状でも体液中のウイルス量が

多く保育園など集団生活や皮膚の接触を伴

うスポーツなどの日常生活の場でうつるこ

ともあります。 

 ＷＨＯ（世界保健機関）は、全ての小児

がＢ型肝炎ワクチンの予防接種を受けるこ

とを推奨しております。Ｂ型肝炎ワクチン

で定期接種対象外の乳幼児対応を本町とし

てどのように考えられておられるか、お伺

いいたします。 

 次に、２点目、在宅子育て支援ポイント

制度の導入について。 

 子育て支援にポイント制度を導入したと

ころがあります。事業の名称は、子育て応

援ポイント事業です。この事業は、幼稚

園・保育園等の保育サービスを利用するこ

となく児童を養育している保護者及び対象

児童に対し、子育て支援センターや広場事

業などへの興味を喚起し、積極的に参加し

てもらうことにより、子育てに対する不安

などを解消し、児童健全育成に資すること

を目的としています。この事業は、このよ

うに在宅で子育てをしている世帯に向けた

子ども・子育て支援事業であります。発行

されたポイントカードに子育て支援施設等

及び子育てに関する講座などに参加するこ

とでポイントが付与され、たまったポイン

ト数に応じて図書券、商品、こども商品券

などと交換できるものであります。 

 このポイントカードの開始後、支援施設

の利用者が１.７倍にふえ、カードの効果が

出ております。家庭内保育向けの支援とし

てのポイント事業の推進について、本町と

してどのように考えられておられるか、お

伺いいたします。 

 ３項目め、高校受験生のインフルエンザ

対策について。 

 文部科学省は、平成２８年１０月１４日

付で高等学校入学者選抜におけるインフル

エンザ罹患者等への対応について、全国の

教育委員会などにインフルエンザなど体調

を崩した生徒らを対象に、２次募集と同日

程での追試や調査書を使う選考といった救

済策を求めるなど、特段の配慮を求めた通

知を出しました。その背景には、昨年２

月、神奈川県の中学３年生がインフルエン
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ザで体調を崩したままで受験した高校入試

で十分に力が発揮できなかったことを苦に

自殺し、母親も後を追って命を断ったと見

られる事件が起きたからであります。こう

した悲劇を二度と起こさないためのもので

あると思います。 

 本町として、高校受験生のインフルエン

ザ感染対策として、学校、町として取り組

んでいること及び、今後、新たに取り組み

のお考えがありましたらお伺いいたしま

す。 

 以上、１回目の質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 ３番目の高校受験生のインフルエンザ対

策につきましては、後ほど教育委員会のほ

うから答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

 初めに、保健衛生行政について。 

 Ｂ型肝炎ワクチン接種助成拡大について

でありますが、日本においては、平成２４

年に厚生科学審議会予防接種部会がＢ型肝

炎ワクチンを医学的・科学的観点から広く

接種を促進することを望ましいワクチンの

一つに位置づけ、平成２８年に定期接種化

が了承され、予防接種法の改正により、昨

年１０月から定期接種が開始されておりま

す。 

 この中で、対象は、平成２８年４月１日

以降に生まれたゼロ歳児で、１歳になる前

に３回の接種を終えることが規定されてお

ります。これを受け、美幌町においては、

４月から９月生まれのゼロ歳児家庭には、

保健師による新生児訪問時にあらかじめ周

知を図るとともに、９月には対象家庭に郵

送により個別通知を行ったほか、母子健診

関係日程表や１０月広報、チラシ配布、乳

幼児健診においても周知の徹底を図ってお

ります。 

 御質問の１歳以上の幼児への対応につき

ましては、今回のＢ型肝炎ワクチンを定期

接種として導入するに当たり、国の厚生科

学審議会予防接種基本方針部会における技

術的な検討結果に基づき今般の定期接種化

が決定されていることから、本町では、１

歳未満児への定期接種が適切になされるよ

う、情報提供に努めてまいりたいと思いま

す。 

 次に、子育て支援についてであります。 

 御質問の在宅子育て支援ポイント制度の

導入についてでありますが、子育て応援ポ

イント事業は、子育て意識の向上、妊娠、

出産、子育てに対する不安などの解消など

を目的に実施され、子育て支援センターな

どの各種事業に親子で参加することによ

り、あらかじめ申請し発行されたポイント

カードにポイントが付与され、そのポイン

ト数に応じて図書券などの賞品に交換でき

る事業であるとお聞きしております。この

事業で重要なことは、子育てに対する不安

などの解消であり、在宅で子育てしている

母親支援であると考えているところでござ

います。現在、本町では、出生後、保健師

が全ての家庭を訪問し、子育てに関する情

報の提供並びに乳児及びその保護者の心身

の状況や療育環境の把握を行うほか、養育

についての相談に応じ、助言その他の援助

を行う乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは

赤ちゃん事業）により、保護者を支援する

ことが特に必要と認められた方には、養育

支援訪問事業として専門的相談支援を行

い、養育者に対する育児不安の解消や養育

技術を提供するため、家庭訪問を継続して

行うなど、母子の健康保持と育児不安の軽

減を図っております。 

 お尋ねの家庭内保育向けの支援としての

ポイント事業の推進について、本町として

どのように考えているかでありますが、現

在のところ取り組む予定はありませんが、

この事業は大阪府松原市の取り組みで、北

海道の市町村では取り組んでいるところは
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ないとお聞きしており、その動向を見なが

ら調査研究を進め、現在、保健師が実施し

ている家庭訪問をすることで悩んでいる母

親の早期発見を行い、継続支援のため関係

機関と連携を図ることや、子育て支援セン

ターに、より多くの親子が来館するような

魅力ある行事を実施するなど、家庭内保育

の支援として対応していきたいと考えてお

りますので、御理解のほどをよろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 中嶋議

員の御質問に答弁させていただきます。 

 高校受験生のインフルエンザ対策につい

てですが、美幌町のインフルエンザ対策と

しては、毎年度、流行が予想される時期前

に予防接種の実施を予定する町内医療機関

関係者により、季節性インフルエンザ予防

接種実務担当者会議を開催しております。 

 予防接種法の改正事項や実施する上での

注意点を再確認するなど、接種体制を整備

し、安定的な医療、適切な接種がなされる

よう、積極的な連携を図っております。 

 また、町広報や出前講座により、マスク

着用、せきエチケット、手洗い、うがいの

励行など、感染予防対策の実践について町

民への啓発を行っております。 

 学校におけるインフルエンザの対応につ

きましては、毎年、感染症が流行する前

に、教頭会議、校長会議において、インフ

ルエンザ、ノロウイルスなどの感染予防対

策について周知を行っているところであ

り、生徒指導において、手洗い・うがいの

励行指導を行うとともに、予防対策の取り

組みとして、教室の窓を定期的に開けての

換気や加湿、学校だよりなどによりインフ

ルエンザ予防の啓蒙活動を行っているとこ

ろであります。 

 高校受験生のインフルエンザ対策としま

しては、生徒指導や保護者説明会におい

て、インフルエンザ予防接種を含めた予防

対策や体調管理についての指導をしている

ところであり、今後も、生徒や家庭に情報

提供をし、インフルエンザ等の感染予防に

努めてまいります。 

 なお、平成２８年１０月１４日付文科省

通知については、都道府県教育委員会宛て

に通知されたものであり、高校受験生にお

けるインフルエンザ罹患者等への追試験の

実施については、北海道において対応する

ものでありますので、御承知願います。 

 以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） １項目めのＢ

型肝炎ワクチン接種について、再質問させ

ていただきます。 

 自治体の中に、定期接種対象外の３歳ま

では感染リスクが高いので、救済措置とし

て独自に制度を設け無料化にしたところが

ありました。この無料化にした自治体は、

何に基づいて無料化にしたのか、調べさせ

ていただきました。そうすると、平成２４

年９月１９日付で日本小児科学会が厚生労

働大臣に宛てたＢ型肝炎ワクチンの定期接

種化等に関する要望の文面に、Ｂ型肝炎ウ

イルスに起因する肝がんの死亡者数は年間

５,０００人、肝硬変による死亡者数は１,

０００人と推計され、子宮頸がんの死亡者

数の２倍以上に達している。また、１歳か

ら４歳が感染すると２０％から５０％がキ

ャリア化に移行する。また、キャリア化状

態が収束したと判断された人も、近年の多

様化している免疫抑制療法の治療中にＢ型

肝炎ウイルスの感染の再活性化が起こり、

非常に重篤な肝炎を起こす事例が日本には

多いことが判明したとありました。 

 この要望書から、１歳から４歳もキャリ

ア化に移行しやすいことがわかりました。

また、一度キャリアになると収束が難しい

こともわかりました。本町もキャリア化し

やすい年齢時の救済措置が必要であると考

えますが、町としての考えと、感染したら
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キャリア化に該当する１歳から４歳の人数

はおおむねどのぐらいおられるのか、お伺

いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、町の考

え方でございますけれども、先ほど１回目

の答弁にもありましたとおり、国の導入に

向けての検討が厚生労働省の予防接種基本

方針部会の技術的検討の中でされておりま

して、その中で、予防接種機会の提供を開

始する際に時限措置としての対象者の拡

大、対応の必要性について検討がなされて

いるところでありまして、その結果、昨年

４月１日以降に生まれたゼロ歳児を定期接

種の対象者としているところでありますの

で、町としましては、予防接種法に基づ

き、ゼロ歳児を対象という考えでおりま

す。 

 ２点目の１歳から５歳での人数でござい

ますが、５５０名程度が対象者という形で

す。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 町は、今、国

の方向性と同じ方向でやっていることも理

解しております。しかし、この要望書を見

ますと、１歳から４歳児もキャリア化に移

行しやすいということなので、手当は必要

かと私は思います。 

 そして、今回の年度末、乳幼児医療の助

成事業の中でも、６７０万円近く減額補正

がありました。心の中でこの減額で予防で

きるのではないかとも思いましたが、ぜ

ひ、キャリア化にならないためにも、予防

の助成を考えていただきたいと思います。 

 また、ある小児科医院の記事が新聞に掲

載されておりました。それには、Ｂ型肝炎

ウイルスの母子感染は、この母子感染予防

対策で大きく減ったけれども、小児の感染

自体は減尐してないということです。それ

は、子供間や家族内などの水平感染が小児

に起きているからである。そして、感染力

が強いウイルスなので、血液以外の唾液、

汗などの体液を介しても感染することがあ

るため、保育園など集団生活や皮膚の接触

を伴うスポーツなどの日常生活の場でもう

つることがある。また、Ｂ型肝炎ワクチン

は、小児だけではなく、あらゆる年齢の方

に接種すべきワクチンである。そして、最

後に、小児への任意接種に対する自治体の

助成が尐しでもあればと願っておりますと

締めくくられておりました。 

 感染経路はこのように、血液からだけで

はなく、唾液、汗、涙などの体液やアトピ

ーなどの皮膚の疾患など、日常の生活の中

でも起こるので、特に体液、血液に触れる

機会のある保育園等に入園する幼児にワク

チン接種も勧められております。 

 また、日本肝臓学会によりますと、小児

期の感染者は毎年５００人前後いると言わ

れております。子供間の水平感染予防対策

は必要と私は思っておりますが、町として

支援できることがあればお伺いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今、町として

支援できるという部分でございますが、先

ほどお話ししたとおり、水平感染のリスク

について、国のほうでは、まだリスクが明

らかでないという検討結果であります。と

りあえず、拡大するということについては

国のとおり対応したいと考えております

が、昨年からゼロ歳児を対象に定期接種を

行っておりますので、そちらのほうの対象

者には受けていただけるように周知を図

り、漏れなく１歳までの間に予防接種法に

基づく予防接種が受けられる形をとりたい

と考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 園児が感染し

たという事例がありまして、平成１４年に
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佐賀県の保育所で２５名の集団感染が発生

しております。そういう面から見まして

も、予防対策は絶対に必要だと私は感じて

おります。町長も、美幌町の子供をＢ型肝

炎ウイルスから守るために何か対応を考え

られていることがありましたら、ぜひお聞

きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） Ｂ型肝炎ワクチン

の接種でありますけれども、平成２８年４

月１日以降に生まれたゼロ歳児に対して新

たな法定定期接種に指定されたということ

でありますので、まずは、今、このことを

しっかりと町民の皆さんに理解をいただい

て、接種を受けていただくというところ

を、保健師を含めて一生懸命やっていただ

いておりますので、これの定着をしっかり

と図らなければいけないと思っておりま

す。 

 また、その後、どうするかについては、

私どもは研究機関を持っているわけでもあ

りませんので、国における科学審議会の予

防接種部会等からの情報などに沿った中で

しっかりと対応していきたいと思っており

ます。御理解をいただきたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 松本市は、小

学校入学前の子供まで拡大するようにもな

っております。美幌町も、ぜひ小学校入学

前の子供に対策として取り組んでいただき

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 また、肝炎ウイルスの検査の普及も進め

るようになっております。美幌町も、昨年

１２月１日、２日、３日と実施されまし

た。４０歳以上を対象に無料で肝炎検査を

しておりましたが、何名が受診されたかと

いうことと、対象年齢者が何％ぐらい肝炎

ウイルス検査を受けておられるか、もしお

わかりになるのでしたら教えていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 大変申しわけ

ございません。ただいま資料を手元に持っ

てきておりませんので、対象者とか受診者

数は後ほどでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） では、後ほど

お願いします。 

 これは、感染を知らない保菌者が多数に

上る可能性があります。また、陽性でも精

密検査を受けていない方が５５万人から１

１８万人ほどと推計されております。です

から、しっかり調べていただきまして、継

続的受診の勧奨をお願いしたいと思いま

す。そして、時間帯も町民の方が受けやす

い夜間とか休日、また、レディースの健診

が年４回始まりますけれども、そういうと

きなどを利用していただいて、しっかり予

防を進めていただきたいと思います。 

 そしてまた、現在、若い成人を中心に６,

０００人ほど新規の感染者がいるという推

計も出ております。美幌町は健診の年齢が

３５歳から２０歳になっております。本当

にすばらしいことだと私は思っております

が、この肝炎ワクチンも若い成人を中心に

広がっているということでありますので、

この肝炎の健診無料も２０歳からぜひ推進

していただきたいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、肝炎検

診の平成２８年度の実績数でございます

が、１６３名が受診しております。 

 今、御提案がありました対象年齢の引き

下げですけれども、今のところ、まだ４０

歳という形のまま継続して、受診者がふえ

る取り組みに努めたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 
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○１２番（中嶋すみ江君） 肝がんという

のは、生命にかかわる状態に進展する可能

性もありますので、命を守る対策の推進を

願い、この質問は終わらせていただきま

す。 

 次に、２項目めの子育て応援ポイント事

業についてであります。 

 在宅子育て支援事業を今年度から実施す

るところも出ておりまして、それは鳥取県

であります。県が市町村長との行政懇談会

を行い、そこで賛同を得て、「おうちで子

育てサポート事業」の名称で開始されま

す。 

 その概要は、ゼロ歳児１人につき月３万

円を最長１０カ月、県と市町村で半分ずつ

分担し、そして、支給方法は、現金に限ら

ず、市町村が独自に決めることができるよ

うであります。趣旨は第３子以降の保険料

の無料化、年収３０万円未満の第２子の保

育料の無償化を進めているので、これは美

幌町と同じだと思います。在宅育児にも経

済的に支援する制度を設けたようでありま

す。 

 知事は、この支援が加われば、一層、鳥

取での暮らしを楽しむ家庭がふえるだろう

と言われております。このように、在宅育

児にも支援の手が差し伸べられてきていま

す。松原市のポイント事業も、鳥取県のよ

うに保育園児などと同じように在宅保育児

にも支援したいとの整合性から発した事業

のようでもあります。 

 本町でも、子育て支援センターのイベン

トに参加されたお母さんが、このように言

っておりました。「ふだんの２倍の親子が

集い驚きました」と。また、「お家にいる

ことが多いと、子供同士の触れ合いが尐な

く、かわいそう」という声であります。子

供同士で遊ぶこと、おもちゃを取り合い、

譲りあったり、絵本の読み聞かせで小さい

うちから本に親しむ習慣もつくなど、ま

た、たくさんの中で遊ぶことがどんなに楽

しいことであるかを幼児期から感じるため

にも、たくさんの親子に参加していただき

たいと思っております。 

 ポイント事業は、事業開始後、在宅子育

て親子の利用が１.７倍に増加したとのよい

結果が出ており、きっかけづくりの面でも

ぜひ取り組む事業であると考えますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ポイント事業

への取り組みでございますけれども、先ほ

ど１回目の答弁でも申し上げましたよう

に、子育て支援に関する情報提供、育児に

関する不安・悩みの相談につきまして、保

健師による家庭訪問により対応させていた

だき、また、子育て支援センターにおきま

しては、魅力ある行事の実施、施設のＰＲ

に努めて、より多くの親子が来館できるよ

うに取り組みたいと考えておりますので、

現在のところ、答弁のとおり取り組む予定

はありません。鳥取のほうでは取り組むよ

うではございますが、道内ではまだ実施の

団体もないので、今後の動向を見ながら調

査・研究をさせていただきたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） この松原市の

子育て講座に参加した母親の声に、「ポイ

ントがたまるので、次はどこへ行こうかと

外出が楽しみです」また、別の母親は、

「外出先でママ友がふえました、講座の後

は一緒にランチに行きます」と言っており

ます。 

 このように、参加することが楽しみにな

り、積極的に参加しようとの姿勢もうかが

えます。また、御存じのように、ポイント

カードは日常生活において、ありとあらゆ

るものに普及されております。ポイントは

たまる楽しさがあり、そして、たまったポ

イントを交換、使う楽しさもあります。魅

力的であり、購買力も引き出します。子育

て支援事業に参加したお母さんの声のよう
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に、次はどこへ行こうかと参加意欲も引き

出しております。本町でもスマッピーカー

ドのプレミアム商品券付与の際、開始から

２０分で完売したように効果を発揮するも

のだと感じていますが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 参加者がふえ

ているという松原市の状況もありますが、

松原市を見させてもらいますと、１２万人

程度の市でございまして、子育て支援セン

ターの利用者も尐ないまちでありましたの

で、こういう施策を使って利用者をふやし

ていきたいという考えがあったと思ってい

るところもあります。 

 美幌町の子育て支援センターにおきまし

ては、平成２７年度は８,５００名程度の利

用者がありましたし、こちらの分について

も、あそびの広場等につきましては、ほぼ

定員数の参加の申し込みもある状況ですの

で、さらに魅力ある、たくさん来ていただ

ける事業・行事を行うとともに、ＰＲに努

めて、出席者に利用していただく形をとら

せていただきたいと考えております。 

 ですから、先ほど答弁したように、ポイ

ントの導入については、もう尐し研究が必

要ではないかと考えていますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） このポイント

カードに対してはどのようなお考えをお持

ちでしょうか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、民生部長がお

答えしましたように、一定の水準からなか

なか突破できないといった状況がある中で

のポイントだったら何となく理解はできる

のですけれども、いきなりポイント制度で

普及を図るということは、手法としてはど

うなのかという思いでおります。 

 例えば、私どもの町でやっている子ど

も・子育て対策は、１月二十何日かの美幌

新聞の報道でありましたけれども、このま

ちに住んで子育てをしたい、あるいは、今

後もしていきたいという方がかなり高い確

率でおられます。それは、いろいろな幅広

い総合的な施策をとった結果だと私は思っ

ております。そういった意味で、ありとあ

らゆるものがあればいいのですけれども、

なかなかそうはいかない中で総合的な施策

をどうとるかというところが悩み苦しむと

ころであります。これもあればいいのだろ

うと思いますけれども、私が先ほど言いま

したように、ポイントで何かをするという

のはなかなか難しいことだろうと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 若いお母さん

にこのポイントの話をしてみますと、あ

ら、それはいいですねという反響でした。

また、松原市のもう一人のお母さんも、ポ

イントをためる楽しさがあるようで、行事

の参加にもつながっており、そこでママ友

もふえて、子供も友達がふえています。ラ

ンチなどに行くので、お互いの子育ての話

が自然に出てきます。また、参考になる話

も出てくると思います。抱えていた不安が

ママ友と話をすることで消えることもある

のではないかと思います。 

 また、子供同士の触れ合いも多く生まれ

ますし、触れ合いが育ちにつながると考え

ております。在宅保育支援も、子ども・子

育て支援の基本目標である全ての子供の育

ちを支える環境の整備につながっていくの

ではないかと私は思っております。 

 町が実施しております家庭訪問は、行く

のが面倒だということで、支援センターに

参加したくない親もいるようです。また、

ママ友をつくることを望んでいない方がい

るのも確かなようです。そういう方が孤立

しないように、また、人には相談できない

こと、専門相談員でないと解決しないこと
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もあると思います。そういう方には、母子

保健の保持と育児不安の軽減対策の家庭訪

問の取り組みをさらに進めていただきたい

と思います。 

 このような行事をやったときに、ふだん

の２倍の方が参加している状況を見ます

と、やはり参加していただきたいなと思う

のです。参加することによって、子供の育

ちにいい影響を与えるのではないかと思っ

ておりますし、このポイントというのは今

の時代に、また在宅保育支援にも本当にマ

ッチしているのではないかと思っておりま

すので、ぜひ導入していただくことを望み

まして、質問を終了させていただきます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ポイントを付与し

てママ友がふえたり食事に行けたりという

のもいいのでしょうけれども、私は、子育

てについては、将来的に政策として長く続

けるために、やはり理解と納得をした上で

施策をとっていくのが基本だろうと思って

います。今すぐは難しいと思いますけれど

も、時間をいただいて、調査・研究を進め

ていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 次は、３項目

めの質問に移らせていただきます。 

 高校受験におけるインフルエンザ対策に

ついてであります。 

 文部科学省の高校受験について救済を求

めるお願いの通知を受け、２０１８年は追

試などの対応を２６府県市で実施する方向

で検討することになりました。道立美幌高

校の追試の日程を決めるのかは道が決める

ことは理解しておりますが、希望の進路に

向けて大事な高校受験であります。教育委

員会として、さらに取り組もうとしている

点がありましたら教えていただけるでしょ

うか。 

 また、本町の中学校の受験生の中に、受

験当日インフルエンザ感染者等がいた場

合、中学校としてどのような対応をとられ

るようになっているか、お伺いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 教育委員会とし

て、どういう対応かということは、答弁で

お話をさせていただいたとおりです。 

 昨日、学力検査ということで受験の１日

目、きょうが面接で２日目であります。受

験生の中にインフルエンザが何名いるかと

いうことまでは押さえておりません。た

だ、美幌中学校、北中学校の両方で１３８

名、元気よく皆さん受験をしましたという

報告は受けております。この中で、当日、

休んだ生徒はいないと聞いております。 

 基本的には、健康管理というか自己管理

をどうするかということをきちんと伝えて

いく必要があります。一義的には、本人、

それから周りにいる親です。私どもは関係

者で、教育委員会、学校も含めて、啓蒙・

啓発的なことしかなかなかできないので

す。ですから、インフルエンザに気をつけ

ましょうとか、ふだん、手洗い・うがいを

しましょうとか、その辺をきちんと私は理

解をしてほしいし、子供がこれから大事な

ときには、自分の健康管理をきちんとする

ということを学校と教育委員会は教えてい

きたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） それはそうだ

と思います。しかし、文部科学省は、特段

の配慮ということで、この受験を通して文

書を通達しているわけで、美幌にも高校が

あるので、中学校の受験生に対して何か対

応はないのかということを私は思うので

す。本当にインフルエンザに感染したら、

注意をしていてもうつることはないとは言

えないので、そのときにはどうするのか、

そういうことも考えておく必要があるとい

う思いでありました。 

 きのうの教育長の執行方針の中でも、今
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回、美幌高校と道教委で間口確保のため、

美幌町の町外からの農業科に入学する生徒

に１０万円を助成するというお話がありま

した。そこで、中学生のインフルエンザ対

策を来年２６府県市が行うのですけれど

も、美幌町も、道教委とお話をして、ひょ

っとして要請はできるのかと思ったりもし

ましたが、そういう面はどうなのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 今回質問の中に

もありましたように、昨年の２月１８日に

親子の自殺があり、これは本当に痛まし

い、残念な事件だと思っています。私が言

いたいのは、それがきっかけでインフルエ

ンザの通知を文科省が出した、それがイコ

ールという認識ではないのです。親も含め

て、子供に、もうちょっと自分の命を大切

にしようというか、全てが成功ばかりでは

ない、やはり失敗することもある、それは

親も含めて子も確認し合わなければいけな

いことで、長い人生においては大事なこと

かもしれません。 

 それから、インフルエンザは、都市部で

はかなり多いです。私は、先ほど、地元の

生徒の皆さんは元気よく受験したと言いま

した。報告の中でインフルエンザの人は何

人かというのはわからないのですが、どう

いう状態かということはわかっています。

本当に美幌町の子供たちがインフルエンザ

で受験できなかったり途中退席をした数が

それなりに出てくれば、当然、私ども教育

委員会として道教委のほうに、こういう救

いをしてもらえませんかというお願いはす

る思いです。 

 ですから、全部を否定するわけではない

のですけれども、余り極端にこうだからこ

うだという考えは持っていません。まず

は、本来、みんなでやれることをやろうよ

と言っているつもりですので、御理解をい

ただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 自分の大切な

命ですから、本当に守っていかなくていけ

ないと、教育長の言うとおりだと私も思っ

ております。しかし、厚生労働省が特段の

配慮の通知を出したのは、この事件に対し

てできることはないのかと国会議員が質問

をされて、その中で調査に踏み切ったよう

です。 

 質問ですが、受験生の何人ぐらいが予防

接種しているか、もしおわかりでしたらお

伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 平成２８年度

のインフルエンザの実施数ですが、小中学

生というところしかわかりませんけれど

も、小中学生でインフルエンザの予防接種

した数は町内で５５４名と捉えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 私は、高校の

受験生がどのぐらいしているのか、そんな

思いで聞きました。それは掌握されていな

いようですが、インフルエンザの感染予防

ワクチン接種を終了しているかということ

を聞き取りしてあげることも予防対策の一

つにつながるのではないかと私は思ってお

ります。また、経済的に接種できない世帯

の生徒等は助成が必要なのではないかと考

えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（高木恵一君） 受験生のイン

フルエンザの予防ということで、受験前に

予防接種を受けているか、受けていないか

の調査については、必要なことと理解をし

ております。 

 また、かかる費用の助成については、教

育委員会としては持っておりませんので、

町のほうでお答えいただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 
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○教育長（平野浩司君） 今の答弁の補足

をさせていただきますけれども、現在、受

験生の部分については調査をしておりませ

ん。これは、今後、調査をしていきたいと

思います。 

 受験生も含めて、子供たちのインフルエ

ンザの予防接種ということについては、先

ほど町長がお話をさせていただいています

けれども、トータル的にどう子供たちに対

応をするかという中で、個々にこれ、個々

にこれという考えは私は余り持っておりま

せん。ですから、町長に対して、受験生で

予防接種ができない人だけは町でお金を出

してくれという考えは持っておりません。

町としては、先ほどの町長のお話の中であ

った総合的な施策の中でどうしていくかに

ついて、今後、町長と十分に協議をしてい

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 未来を担う子

供たちであります。安心して高校受験に臨

めるよう美幌町として対応することは極め

て大切ではないかと思います。 

 文部科学省が今回の高校受験生のインフ

ルエンザ対策の調査に入ったということ

は、このような事件が起きたので、二度と

このような事件はどこからも出したくな

い、そういう思いで調査に入り、それを受

けて２６府県市が実施するようになってお

りますので、美幌町もぜひ高校受験に安心

して臨める体制づくりを希望しまして、質

問を終了させていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番中

嶋すみ江さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は１２時４５分といたします。 

午前１１時４５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ０時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、

今回、福祉行政について３点、それから、

教育行政について１点質問させていただき

ます。 

 まず最初に、福祉行政の中の一つ目とし

て、スマホ育児について質問をさせていた

だきます。 

 スマートフォンやタブレットが急速に普

及し、もはや、それなしの生活は考えられ

なくなり、子供たちもスマートフォンやタ

ブレットを使う機会がふえています。親が

手を離せないときは、外出先などで乳幼児

にスマートフォンで遊ばせるスマホ育児が

広まっています。子供にスマートフォンを

渡しておくと、機嫌を損ねることなく、夢

中になって遊んでくれることが多く、親と

しては、家事や食事、トイレや身支度の際

に助かることから、悪影響を心配しながら

も長時間使用させている現実があります。 

 子育ての親に対して、スマートフォンの

利用のあり方、子供に与える影響について

情報を発信すべきと考えますが、今後の取

り組みについてお聞かせいただきたいと思

います。 

 ２点目は、がんの生存率を高めるための

取り組みについてです。 

 美幌町では、がんで亡くなる方が減尐し

ていますが、がんは初期で見つかった人ほ

ど生存率が高く、検診を定期的に受けるこ

との重要性が示されており、がん治療の進

歩でさらに生存率が上がっています。 

 美幌町のがん検診の受診率向上と、がん

の予防施策についてどのような取り組みが

なされているのかをお聞かせいただきた

い。 

 ３点目は、子育て支援についてです。 

 子育て支援については、町政執行方針で

示されているように、子ども・子育て支援

事業計画に基づいた各種支援を実施し、仕
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事と子育ての両立により、安心して子供を

預けることができる保育サービスの充実や

保護者負担の軽減を引き続き図っていくと

のことで、期待をしているところです。 

 しかし、現実には、一時保育・一時預か

りで受け入れてもらえず、困っている親が

おり、本当に安心して働ける支援体制とな

っているのか、疑問を投げかけられている

のも現実です。この点について、どのよう

に把握され、対応されようとしているのか

をお聞かせいただきたいと思います。 

 最後に、教育行政についてです。 

 ２０１８年から変わる英語教育について

ですが、平成２８年９月の定例会でも一般

質問をしておりますが、文部科学省が公表

した次期学習指導要領の改訂案は、現行制

度で小学５・６年生に導入されている外国

語活動を２０２０年度から小学３・４年生

に前倒しするなど、英語教育の低年齢化が

盛り込まれています。道内の各小学校にお

いては、教員免許取得時に英語教育の指導

法を学んでいない教員が多く、学習指導要

領の改訂により、英語を指導できる教員を

確保できるかが課題となっています。 

 ＡＬＴの活用が大きな役割を担っている

ことは当然ですが、道内ではさまざまな取

り組みが始まっております。美幌町の今後

の取り組みについてお聞かせいただきたい

と思います。 

 １回目の質問はこれで終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員

の質問にお答えをしたいと思います。 

 ２の教育行政については、後ほど教育委

員会から答弁をさせていただきます。 

 初めに、福祉行政について、スマホ育児

についてでありますが、近年、尐子高齢

化、核家族化のさらなる進行やＩＴによる

情報化など、社会環境の変化が加速し、家

族のあり方や親子関係など、子供の成育環

境に大きな変化が起こっております。 

 ここ数年で乳幼児を持つ家庭にスマート

フォンやタブレットなどの新しいメディア

が急速に浸透しつつあり、幼い子供たちと

の接触が予想以上に広がっております。総

務省情報通信政策研究所が実施した情報通

信メディアの利用時間と情報行動に関する

調査によると、ネット動画を視聴している

２歳から１２歳の子供の割合は６割を超

え、特に親が２０代の子供では７５.８％と

視聴割合が高く、ネット動画を視聴する際

の機器は、スマートフォンが４４.４％、タ

ブレット端末２４.７％と全体の７割弱を占

めております。場所を選ばず、多様な機能

が使えるスマートフォンが便利な子育てツ

ールとして広く使われておりますが、日本

小児科医会は、「むずかる赤ちゃんに子育

てアプリの画面で応えることは、赤ちゃん

の育ちをゆがめる可能性がある」、「スマ

ートフォンなどを見る時間が長いと視力の

発達が妨げられる」など、スマートフォン

を使った育児を見直す提言を示しておりま

す。 

 このようなことから、美幌町では、４カ

月、１０カ月、１歳６カ月、３歳児健診及

び乳幼児相談時に、日本小児科医会から示

されているリーフレットを用いながら、ス

マートフォンなどの適切な利用について指

導しております。 

 子供の健やかな育ちには、豊かな対人

的、対物的な環境刺激が必要であり、友人

や親との会話や楽しく遊ぶこと、散歩や外

遊びで親と一緒に過ごすなど、人、自然、

物との触れ合いの中で子供のさまざまな能

力が育っていきます。特に、親と同じもの

を見て共感する体験は、自己肯定感を育

て、心の発達の基礎になるとされておりま

す。同時に、スマホ育児の背景には、社会

状況や家庭環境の変化など、親がスマート

フォンに頼らざるを得ない状況があること

も認識しており、それぞれの家庭が抱える

状況を受けとめながら、子育てを支援して

まいります。 

 今後は、より一層メディアを使用する生
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活の範囲、利用頻度も拡大していくと考え

ますが、多様なメディアと上手につき合っ

ていけるよう啓発するとともに、関係機関

と連携を図りながら、子育てにかかわる支

援体制の推進に尽力してまいります。 

 次に、がん生存率を高めるための取り組

みについてでありますが、美幌町における

死亡原因として、悪性新生物（がん）は、

平成２６年が８４名で全死亡者の３６ .

２％、２７年が７８名の２９.５％、２８年

が５８名の２６.５％と、第２位、第３位の

心疾患、肺炎を大きく引き離し、第１位と

なっております。 

 また、がん部位別死亡順位は、平成２７

年の第１位が大腸がん、第２位が肺がん、

第３位が膵臓がんとなっており、２８年の

第１位は肺がん、第２位が大腸がんと膵臓

がんであります。さらに、平成１８年から

２７年までの年齢構成の違いを調整した死

亡率である標準化死亡比からも、美幌町は

大腸がん、乳がん、子宮がんが全道、全国

に比べ高い状況にあります。 

 これらを踏まえ、御質問の美幌町が実施

するがん検診の受診率向上及び予防施策の

一つ目として、疾病の兆候をより早期に発

見し、早期治療につなげることを目的に、

各種がん検診を実施しております。 

 町独自の取り組みとしては、検診料の自

己負担の軽減に加え、２８年度からは、子

宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診におい

て、５歳刻みの一定年齢の町民に無料クー

ポン券を配布し、受診のきっかけとして継

続受診につなげるとともに、町民が受診し

やすい体制を整備しております。 

 また、集団健診において、ピロリ菌検査

と低線量ＣＴ検査を２８年度から実施して

おり、ピロリ菌検査は、感染を発見し、必

要な治療につなげることで、将来的な胃が

んのリスクを抑制するものであり、肺の低

線量ＣＴ検査は、わかりにくい小さな病変

も発見できるとされていることから、肺が

んの方がいる家族や喫煙本数が多い方に受

診を勧奨しており、本年度の受診結果で

は、早期がんが発見されております。さら

に、平成２９年度の拡充事業として、単独

で実施していた子宮頸がん、乳がんに大腸

がんを加え、三つの検診が同日に受けられ

るレディース検診を実施し、受診の拡大を

図ろうとするものであります。 

 二つ目は、受診勧奨及び啓発として、未

受診者への電話やはがきによる受診勧奨

や、新聞への折り込みや広報、町ホームペ

ージへの掲載により広く周知し、受診率の

向上に取り組んでいるところであります。 

 また、町民が生活習慣病やがん予防のた

めの知識を身につけ、健康に関心を持ち、

個人や地域で健康管理ができるよう、保健

師や栄養士、運動指導員による健康教室や

運動教室、講話など、さまざまな健康教育

を実施しております。 

 このほか、中学生のピロリ菌検査や個別

検診として、国保病院において町民どなた

でも乳がん検診や大腸がん検診が受診でき

る体制を整備し、受診者の利便性確保を図

っております。 

 今後につきましても、新規受診及び継続

受診の促進、啓発の推進、受診勧奨の強化

により、受診率の向上を図ってまいりま

す。 

 次に、子育て支援についてであります

が、本町の一時預かり事業は平成１０年４

月から実施しており、満１歳以上から就学

前の児童を対象に、１カ月のうち１２日間

の預かり日数を限度として実施しておりま

す。 

 また、年度内における預かり日数の限度

は、保護者の就労による場合は、平成２７

年度の子ども・子育て支援新制度の導入に

より、年に２４日間から７２日間に拡大

し、保護者の疾病や家族の疾病による付き

添いなどに伴う緊急的な預かりは年３６日

間を限度に、子育て支援センター及び美

幌・東陽の両保育園で実施しております。 

 お尋ねの一時保育・一時預かりで受け入
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れてもらえず困っている親がおり、本当に

安心して働ける支援体制となっているの

か、この点について、どのように把握さ

れ、対応されようとしているのかでありま

すが、現在、子育て支援センターでは、保

護者の就労による場合、子ども・子育て支

援新制度の導入により７２日間に拡大しま

したが、比例して利用する日数もふえ、利

用する時間によっては、人的、物理的にも

１日当たり四、亓人が限度であり、それ以

上の申し込みには、保育園と調整したり、

民間保育事業者などを紹介し、受け入れの

確保を図っております。 

 本町としては、子育て支援は、行政だけ

ではなく、民間保育事業者やボランティア

の方々など、幅広く社会全体で支えていく

ことが必要と考えております。 

 今後、子育てを担う保育士の確保を図

り、民間保育事業者などと連携を進め、安

心して子育てができる環境整備を図ってい

きたいと思いますので、御理解のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

 以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議

員の御質問に答弁いたします。 

 ２０１８年から変わる英語教育について

ですが、文部科学省では、平成２９年２月

１４日に次期学習指導要領の改訂案を公表

し、１カ月間のパブリックコメントを経

て、年度内に告示することとしておりま

す。 

 学習指導要領は、時代の変化や子供たち

の状況、社会の要請などを踏まえて、およ

そ１０年ごとに改訂され、小学校は３２年

度から、中学校は３３年度から、新たな学

習指導要領に基づき全面実施される予定と

なっております。 

 次期学習指導要領の改訂案では、現行で

外国語活動を実施している小学校５・６年

生の英語について、教科書を使って読む・

書くも加えた正式教科にするほか、聞く・

話すを中心に英語に親しむ外国語活動を

３・４年生に導入することが示され、平成

３０年度から段階的に実施される予定とな

っております。 

 美幌町の英語教育の現状としましては、

英語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、小中学

校及び教育相談室の外国語活動に随時派遣

をしているところであり、コミュニケーシ

ョン能力の育成や国際理解教育の充実を図

っているところであります。 

 今後の小学校の英語教育の課題として考

えられることは、教員の指導力、技術が挙

げられますが、英語を指導できる教員をど

う確保、育成していくかが課題であると認

識しているところであり、ＡＬＴの活用も

大きな役割を担うものと考えております。 

 今後も、国や道の動向を注視しながら、

ＡＬＴ事業を継続するとともに、教員研修

を充実させ、教員の英語力や指導力を高め

ながら、児童の英語力の向上、コミュニケ

ーション能力の育成、国際理解教育の充実

に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） まず最初に、ス

マホ育児についてから再度質問させていた

だきます。 

 御答弁をいただきましたが、先ほども申

し上げましたように、スマホやタブレット

が急速に普及してきまして、もはや、それ

なしの生活は考えられなくなっている状況

にあります。子供たちにしても、スマホや

タブレットを使う機会は急増しています。

スマホやタブレットの操作は、タッチパネ

ルに触れるだけで、力も必要ありませんの

で、赤ちゃんでも簡単に操作ができ、生ま

れたときから触れて育ってきた子は、２歳

までにその操作を完璧に覚え、大人よりも
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子供たちのほうがうまく使いこなしている

家庭もかなり多いのではないでしょうか。 

 子どもたちのインターネット利用につい

て考える研究会の調査によりますと、スマ

ホやタブレットなどを利用したことがある

乳幼児の割合といいますと、６歳で７

４％、５歳で６３％、４歳でも６３％、３

歳で６０％、２歳で５６％、１歳で４

２％、ゼロ歳で２２％というすごいパーセ

ント数字になっています。利用頻度を申し

ますと、「毎日必ず」と「ほぼ毎日」の利

用で５割を占めている状況にあります。 

 利用の内容を申しますと、先ほど御答弁

いただきましたように、写真や動画の閲

覧、ゲームが多く使われているようです

が、使っている理由としては、「機嫌がよ

くなる」が５４％と最も多く、「保護者の

手が離れる時間ができる」が４０％、「機

器に触れたがる子がいる」は２８％となっ

ておりまして、トラブルや影響について気

になっている点はありながらも、５９％が

心配しながら利用しているという状況が現

実としてあります。 

 将来、長時間の利用傾向や依存になって

しまうと思われるのが２９％と上位を占め

ており、９割以上は何らかの不安を抱えな

がら利用していますけれども、今でも、や

められないという現状にあるようです。多

様なメディアと上手につき合っていくため

には、やはり支援体制が必要かなというよ

うに考えています。町として、アドバイス

なり支援が行われているようですが、具体

的に今後の取り組みとして考えられるもの

がありましたら、お答えしていただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 再度の御質問

でございますけれども、１回目の答弁でも

申し上げたとおり、本当にメディアはどん

どん多様化していく中で、その対応策とし

ましては、今、保健師が行っております、

公益社団法人日本小児科医会で出している

啓発のリーフレットを使用した指導、ま

た、子育て支援センター等に提言用のポス

ターを掲示しておりますが、問い合わせが

あった場合、保育園も含めまして、リーフ

レットを渡して対応するような形をとって

います。スマホはデメリットのほうが多い

かと思いますけれども、そういう部分につ

いての啓発を進めていきたいと考えていま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、議員がおっし

ゃるように、本当に低年齢化しているとい

うことで、ゼロ歳児でも２割も使ってお

り、１歳で４割、３歳で６割という話を、

非常に驚きをもってお聞きしていました。 

 いずれにしましても、これは自己責任、

自己決定で、それぞれの家庭でやっていた

だかなければいけないと思っておりますけ

れども、私どもも、そうはいっても、やは

り子供に対する影響が大だという思いで、

保健師による取り組みをしっかりとやって

いきたいと思っております。今後とも、よ

り新しいものに対して新しい手法でできる

ような内容の取り組みをしていきたいと思

っておりますので、御理解のほどをよろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 低年齢の子供た

ちがスマホを利用することで、どんな悪影

響があるのか、あちらこちら調べてみたの

ですけれども、スマホは最近出てきたばか

りなので、具体的なことはまだはっきりわ

からないようです。それでも、例えば、ス

マホやタブレットの液晶から出ているブル

ーライトという青い光線は、エネルギーが

非常に強く、これを浴びると目の網膜や角

膜を傷つける可能性があると言われていま

す。 

 また、乳幼児期のコミュニケーションが

不足することで、ＡＤＨＤなどの発達障害

を引き起こす可能性も示唆されていると言
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われております。 

 もう一つには、子供の皮膚は大人に比べ

てかなり薄いので、子供の脳は大人よりも

電磁波の熱を吸収しやすく、非常に大きな

影響を受けやすいとも言われております。 

 さらに、赤ちゃんがおとなしくしてくれ

るからといってスマホに頼り切っている

と、細菌が繁殖したスマホを口に入れるこ

とで、危険な感染症を引き起こす可能性が

あるとも言われております。これらが全て

起こり得る原因とはなってはおりません

が、悪影響があるということだけはわかっ

ていただきたいことと、知りつつも使わせ

てしまっているというのが現実かなと思っ

ています。 

 保護者がメディアを利用していると、子

供もよく利用するという強い関係がありま

す。私が申すまでもなく皆さんのほうがよ

く御存じのことと思いますが、保護者の

方々には、見せる場合にはきちんと管理し

て、スマホは連続して１５分、またテレビ

は３０分を目安ということを指導すること

も必要かと思います。子供たちが健康で育

ってほしいという願いもありますので、ち

ょっと気をつけることで防ぐことができる

のであれば、機会あるごとに相談、アドバ

イス、情報提供が必要かと思っています。 

 先ほど答弁いただきましたように、保健

師さんの方々と連携をとりながら情報提

供、それから、いろいろな相談、アドバイ

スなどに今後取り組んでいただけるという

お話もいただきましたので、ますますそう

いうことに力を入れていただきたいという

願いを込めて、スマホ育児についての質問

を終わらせていただきたいと思います。 

 次に、がん生存率を高める取り組みにつ

いてです。 

 今回、御答弁いただきましたように、医

療の技術は年々開発されてきており、生存

率もがんの部位別によって大きな差がある

ことも知らされました。進行を示す病期は

４段階で、１期は最も初期段階、２期、３

期とがんは進み、４期は転移があるなど最

も進行した段階ということは皆さん十分御

存じのことと思いますが、例えば、大腸が

んの生存率は１期で９０％以上です。２期

では８０％を超えますし、３期でも７０％

を上回ります。４期になると一気に１桁に

なり、どのがんでも進行すれば生存率は低

くなりますが、大腸がんは、特に早期発見

で１期は９０％ということであれば、これ

は検診が一番大きな取り組みになってくる

と思います。 

 がんは、早期に発見、治療さえすれば、

その後の経過が良好で、１０年生存率は高

いと言われております。特に、がん検診を

受けることで死亡率の減尐効果が確実なの

は亓つのがん検診です。一つには、大腸が

ん、胃がん、肺がん、乳房、子宮頸部で定

期的な受診が必要となってきていますが、

これらを早期に発見することで、かなり生

存率が延びているという結果も出ておりま

す。 

 特に、美幌町の死亡順位は、大腸がん、

肺がん、膵臓がんとなっていますが、先ほ

ども言いましたように、大腸がんと肺がん

は早期発見、早期治療で生存率が高くなっ

ていると考えられますので、この点につい

ては、本当に検診が大きな役割を果たすも

のだと思っています。 

 受診率向上に成果があらわれないのは、

どこに原因があると認識しているのか、町

民の認識が浅いのか、それとも無関心なの

かというところが一番大きな問題かと思い

ますが、どういう感じで押さえているの

か、わかるところがあればお聞かせいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 検診を受

けられない理由は何でしょうかという問い

を第Ⅱ期の健康増進計画のアンケートの中

でしております。１番には、時間がないと

いうことと、検診の料金が高いということ

が出てきておりましたけれども、このアン
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ケートをいただきました後に検診料を下げ

させていただくということもしています

し、お時間がないというところの対応につ

きましては、集団検診等も土曜とか日曜、

あるいは早朝検診ということで６時半から

行っております。そのようにＰＲをしなが

ら、皆さんのお時間に合わせて検診を受け

ていただけるようにしているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 時間がないとい

うことについては、土曜日とか日曜日に検

診ができる環境をつくっていくという御答

弁だったので、その点については努力して

いただきたいと思います。 

 それから、例えば年齢層によって受診率

が変わるとすれば、取り組み内容も変わっ

てくるのではないかと思っています。例え

ば、検診をする年齢別というか、そういう

ところを調査したことがあるかどうか、そ

の点についてはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） ただいま

こちらに持っているのは、今年度、平成２

８年度から始めましたヘルカルＣＴ、低線

量のＣＴ検査で肺の検査になります。こち

らは４０歳からなのですが、今のところ、

７０歳の方の受診が一番多くなっておりま

す。 

 ２番目は、６０歳の方という年代別の受

診状況になってございます。 

 ヘルカル自体、年齢層の高い方というこ

とになりますので、若い方については従来

のＸ線のレントゲン検査をお受けいただく

ということでお勧めしております。 

 ほかのがん検診について、今、年齢別の

データは持ちあわせておりません。よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） ６０代、７０代

になってくると、多分、意識を持って検診

を受けるのかなと思うのです。やはり、私

たちが一番心配するのは、若い働き盛りの

人たちががんにかかることによって死亡率

も高くなります。４０代の人からがん検診

があるのですから、できれば４０代、５０

代の人たちが検診を受けられる状況をつく

っていくことも大事ではないかと思ってい

ます。 

 最近の新聞あたりでは、がんによって亡

くなる若い人たちも結構ふえている状況に

あると認識していますので、今後の取り組

みとして、若い層が受けやすい環境を整え

ていくことも必要かと思っています。 

 また、がんの部位別の生存率で、乳房が

８１.７％、大腸が６９.２％、肺が３２.

６％と高かったのですけれども、それより

も高い前立腺がんが８９.３％、低かったの

は膵臓がんで５.１％となっておりますが、

やはり健診を受けることによって死亡率が

減尐しているという効果は確かにあると思

うのです。 

 例えば、今、美幌町では一定のがんの検

診しか行われておりませんが、がんの検診

はもっとたくさんの種類を受けられる状況

があると思うのですけれども、美幌で受け

られる新しいがん検診を今後考えていくか

どうかについてもお伺いしたいと思いま

す。 

 例えば、食道がんとか、肝臓がんとか、

胆のう、それから、喉頭がん、卵巣がん、

前立腺がん、腎臓、いろいろあるのですけ

れども、こういうがんについても美幌町で

取り組んでいけることがあれば取り組んで

いったほうがいいのではないかと思うので

すが、今後考えていけるのかどうか、その

点についてお答えできるものあったらお答

えしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） もちろん、がんで

亡くなる方を尐なくしようという思いは一
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緒だと思いますので、引き続き、我々とし

ては、やはり啓蒙・啓発が一番重要だろう

と思っておりますので、それをまずやると

いうことです。あと、がん検診なり受けや

すい体制をどうつくるかということで、今

回新しく三つのがんを同日で受けられると

いう体制も含めて御提案させていただいて

おります。 

 部位別に言うと、大腸がんと肺がんがこ

のまちでも一番多いという順番になってい

ます。 

 ただ、亡くなる方が多いから早速手を打

つということではなく、今やっていること

をしっかりと定着させて、その上で次に何

ができるかを考えていかなければいけない

と思っております。 

 部位別の受診率を見ましても、大腸がん

は非常にばらつきがあるのです。肺がんに

ついてもばらつきがあります。年度ごとの

ばらつきがあるということです。前年度対

比で、上がってみたり、下がってみたりと

いうことで、多分に、有名人の方のがんに

罹患された映像を見て、そういうことがあ

るのかなと思ったりもしていますけれど

も、そればかりではないと思いますが、着

実に受診率向上しているのが前立腺がんで

ありまして、あと、子宮がんは下降してい

るということです。 

 いずれにしましても、今やっている部位

別で死亡率の高い部分をしっかりやって、

そのほかで何ができるかということについ

ては今後の研究課題だと思っていますの

で、どうかよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） やはり、がん検

診は、啓蒙・啓発と、いかに検診を受けて

もらうかということが一番大事なことだと

思っていますので、その点については最大

限努力をしていただくということで、美幌

町のがんを尐しでもなくす努力は引き続き

続けていただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 先ほど、

集団健診の時間を朝６時３０分と申したの

ですけれども、６時の間違いでございまし

た。大変申しわけございません。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 努力していただ

くということで、この質問はこれで終わら

せていただきます。 

 次に、子育て支援について、再度質問を

させていただきます。 

 子育て支援については、先ほど答弁いた

だきましたように、現在では、核家族化、

高齢化、尐子化となりまして、隣近所に子

育て世代がなく、ところどころに点在して

いて、情報交換や悩みの相談もできない、

困ったときの助け合いもうまくいかないと

いう現実になっていると思います。 

 そんなときに、子育て支援の温かい手を

差し伸べてやるということで今回質問させ

ていただいたのですけれども、今回の質問

の表に出したのが一時保育、一時預かりの

ことですが、これも大事な支援制度です。

先ほど答弁をいただきましたが、利用する

時間、日数、人的、物理的にも限度があっ

て、困っている子供たち全員を見ることが

なかなかできないという雰囲気で御答弁を

いただいたと思っています。 

 本来の子育て支援の目的は、困っている

親たちが安心して生活をしていくために、

また、子供たちが安心して預けられる場所

の確保ということだと思っておりますの

で、役割として十分果たされているのかど

うか、疑問に思うところもあります。 

 私が考えるところでは、子育て支援セン

ターもありますし、両保育園もありますの

で、そこで調整が可能ではないかと思うの

ですが、この点についてはいかがお考えで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 
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○民生部長（高崎利明君） １回目の御答

弁で申し上げたとおり、利用の日数等は拡

大しており、利用実績につきましても、平

成２７年度からの利用日数等を拡大したと

ころです。そして、延べの日数で、平成２

６年度は２５０日、子育て支援センターと

両保育園でありましたが、２７年には、制

度拡大したことによって、２９９日と２

０％程度増加しておりますし、ことしにつ

きましては、２月末時点で既に３８２日と

いうことで、２６年度対比では５割増しと

いうことでありました。年々、ニーズも多

く、利用者もふえてきており、できる範囲

の中で今対応しているということでござい

ますが、四、亓件受け入れできないという

実態が今年度もあったようですので、そう

いう部分につきまして、今後の保育士を確

保する中で、あと場所の確保の中で対応し

てまいりたいというようには考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） かなりの日数で

一時保育、預かり保育などを取り組まれて

いるというのが今の説明でよくわかりまし

た。 

 ただ、きのうの町政執行方針の中にもあ

りましたように、子育て支援については各

種支援を実施しているところなのでしょう

けれども、やはり、安心して子供を預ける

ことができる保育サービスということで

は、預けられない、お願いできないという

親たちにとっては、非常に残念な話なのだ

ろうと私たちは受け取っているところで

す。 

 町の保育士がいないとか基準があるのだ

ろうと思うのですけれども、やはり、子育

て支援、オホーツクナンバーワンのまち美

幌という意味では、子育ての充実がもっと

もっと努力してもらってもいいのではない

かと思うところです。町の保育園に入園を

希望しても、受け入れてもらえないという

ことも現実としてあります。私たちとすれ

ば、そういう意味では、まちは待機児童ゼ

ロと言われておりますけれども、現状認識

されているのかなという点についても疑問

を感じるところでございますので、その

点、どのように認識されているのかお伺い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、対応で

ございますが、一時預かりにつきまして

も、今言ったように、急速に利用者がふえ

てきている中で、保育士・場所の確保とし

て１日当たり四、亓名が限度です。今は、

民間の保育事業者等をその時点では御紹介

して、連携を深めて安心して子育てができ

る環境整備を図っていきたいと考えている

ところでございます。 

 保育園につきましても、一応申し込みを

今とりまして、実際に働いている人の中か

ら優先して、あと、どうしても入れない人

につきましては、また民間事業者等を御紹

介して、そちらのほうとの連携を図って何

とか対応していくということで考えており

ますので、今後につきましては、また、子

ども・子育て支援事業計画の中で保育園の

今後のあり方を含めまして検討はさせてい

ただきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、民間保育事

業者等の受け入れ体制と言われておりまし

たが、私とすれば、今度、新しく子育て支

援センターがもっと広い場所に行かれるわ

けですね。そういうところの対応も可能か

なという思いもあったので、今回質問させ

ていただいたということも一つにはありま

す。 

 それと、民間保育事業者についても施設

規模は余り広くありませんので、今、町の

ほうから紹介させていただいた子供たちに

ついては満度に受け入れしている状況であ

りますけれども、受け入れ可能ではない状
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況が出てきているのも事実です。そういう

ところで、私たちは、一人でも保育希望す

る人たちにとって可能なことを考えてあげ

たいという思いがあるものですから、今回

質問させていただいたのです。 

 一つお聞きしたいのは、例えば、今、保

育園を希望して預かってくれるところがあ

り、それが確約できると、民間の事業所は

雇用証明を出すということですが、町とし

ては、働いている状況がないと入園できな

いということはあります。そこのところを

もう尐し柔軟に考えて対応することができ

ないかというのが一つです。そこら辺のこ

とについては、今後、どのように対応され

ていくのかと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、先ほど

の子育て支援センターについてですが、中

央保育所の跡は発達支援センターが移設す

る形になりますので、今のコミセンの部分

は、発達支援センターが移転した後、発達

支援センターが使っているスペースは広く

なりますので、そこは子育て支援センター

として活用できると考えております。 

 施設的には広くなるのですが、今度は保

育士の確保が非常に難しいところでありま

す。こちらにつきましては、今年度内をめ

どに移転をする計画ではありますが、移転

した後の施設としまして、そのスペースが

確保できますので、あとは保育士の確保を

進めて、受け入れ体制の人数等をふやして

いきたいと考えております。 

 保育園で働く人の受け入れにつきまして

は、主幹からお答えさせてもらいます。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 今、働く

予定の方の子供の入園場所についてお話が

ありました。当然、これから働く方につい

ては、雇用証明書がなかなか出ないという

ことがあります。申し込みを受けた中で、

入所基準の調査書を算定しながら優先順位

をつけて、規模に応じた入所者を決めてお

りますけれども、先ほど部長からも話があ

ったとおり、保育士不足や施設の規模の問

題もありまして、なるべく多くの方を入園

させるように努力はしておりますけれど

も、就労状況によっては、入園ではなく

て、一時預かりの中で御利用されている方

もいらっしゃいます。そういった方も含め

て、いろいろな角度から入園できるような

形をこれからも検討していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、御答弁いた

だいたように、保育士の確保というのは全

道的に非常に厳しい状況にあると理解して

おります。民間事業者が保育士を募集して

も、なかなか来てもらえない状況にあると

いうのが現実です。 

 ただ、働かざるを得ない親たちも間違い

なくいることは事実です。それは理解して

いただけると思うのですけれども、そうい

う人たちのために、今、算定をしながらと

いう話になっているようですが、例えば、

子供を預かっていただけるということが確

約できれば、民間の事業所では雇用証明を

出しますよと、そこまで柔軟に対応しても

らっている状況なのだけれども、町の保育

事業で預かってもらえないことで仕事にな

かなかつけない状況もあるということは理

解していただきたいと思います。そういう

ところをもう尐し柔軟に対応できないかと

いうことを今回言わせていただきたかった

というのが大きな問題だったのです。 

 というのは、町で受け入れてもらえなく

て、民間の事業者のところに来られる人が

結構います。しかし、うちの保育施設も規

模があって、限界があります。そういう意

味で、待機児童がゼロにはなっていない状

況をわかっていますかと先ほど言いたかっ

たということで、できればそういう人たち

も救ってあげたいというのが思いなので、
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きちんと柔軟に対応していただけるという

ことができないものかと思うのです。しつ

こいようですが、そこら辺はどうでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 柔軟にという

ことでございますが、まちとしては、受け

入れられる範囲の定数もありますけれど

も、受け入れる体制の中で、受け入れられ

る部分の人数は受け入れているという認識

はございます。今はもう限界に来ている状

況にあるということを御理解いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 町として受け入

れられる環境をつくっていただきたいとい

うのが私の大きな願いです。 

 というのは、今、どこのまちでも、働き

たい親たち、それから、夫婦合わせて、ど

ちらも給料が上がっていない状況なので、

この美幌のまちに住んでいて、子供を預け

てでも働きたいという人たちのために、努

力していただくことが必要ではないかと思

っています。 

 何回もしつこく言いますが、できるだけ

努力していただきたいです。美幌のまちに

来たら、どういう体制でも子供を預けて働

ける状況をつくっていただけるように努力

していただきたいと思います。今回、私の

願いと親たちの願いを含めて言わせていた

だきましたので、努力していただくことを

最優先に考えていただきたいと思います。

これで今回、この質問に対しては終わらせ

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 極力緩和をという

お話ですけれども、緩和がどんどん先に進

んで何も条件がなくなるというのも変な話

です。 

 いずれにしましても、緩和できるかどう

かについては、今後、検討していきたいと

思いますけれども、全体としてなかなか厳

しい状況にあるということで、民間の皆さ

んのお力もかりながら、一時保育・一時預

かりにしっかりと対応できるように進めて

まいりたいと思っております。（「済みま

せん。３の教育委員会の質問ができません

でした。失礼いたしました。これで終わり

ます」と発言する者あり） 

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は１３時５０分といたします。 

午後 １時４５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君）〔登壇〕 それで

は、通告によりまして、２項目、４点の質

問をさせていただきます。 

 １点目は、除雪事業の取り組みについて

であります。 

 直営方式と民間委託方式のメリット及び

デメリットについてお示しいただきたいと

思います。 

 除雪体制の充実を図る上で民間事業者と

の連携は欠かせないものとなっています。

今後の除雪計画と除雪体制の見直しを図る

とき、直営方式と民間業者委託、双方のメ

リット及びデメリットをお示しください。 

 二つ目は、本町の行財政改革は、事務事

業の見直しやさまざまな分野で民間委託に

よるアウトソーシング化を導入し、財政の

健全化や行政効率の推進を図るべく努力さ

れてきたところであります。さらなる改革

を進める上でもアウトソーシング化による

事業は考えておりますでしょうか、考えを

お示しください。 

 ２点目は、外部からの人材登用について
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です。 

 まず、地域おこし協力隊事業における、

その効果についてお示しください。 

 地域おこし協力隊事業は、本町において

取り組まれるとのことであります。人口減

尐や高齢化等の進行が著しい地方におい

て、地域外の人材を積極的に受け入れ、地

域協力活動を行ってもらい、その定住・定

着を図ることで、意欲ある都市住民のニー

ズに応えながら、地域力の維持・強化を図

っていくことを目的とした制度とありま

す。 

 我が町においては、どのような分野で、

どのような内容で人材を募集していくの

か、また、この事業に対する成果等を含め

た考えをお示しください。 

 二つ目は、スポーツ専門職員登用につい

てであります。 

 外部からの人材登用についてですが、美

幌町もさまざまな分野で、さまざまな地域

から人材を登用されていることと思いま

す。昨年のリオオリンピックや今月開催さ

れた冬季アジア札幌大会に美幌町出身のア

スリートたちが輝かしい成績を残し、感動

を我々町民にもたらしてくれました。本町

にも、数々の種目を網羅する尐年団を含む

スポーツ団体があります。さらなるスポー

ツのレベル向上、スポーツ環境の整備等、

スポーツに特化した人材を登用し、まちを

盛り上げていくことができないかと考えま

す。 

 民間企業の事例では、元プロ野球選手の

稲葉篤紀さんは北海道日本ハムファイター

ズのスポーツ・コミュニティ・オフィサー

に、そして、元プロサッカー選手の野々村

芳和さんは、株式会社コンサドーレ代表取

締役社長ＣＥＯと引退後も各分野で活動の

場を広げています。 

 道北の名寄市においては、１９９４年リ

レハンメル冬季オリンピックのノルディッ

ク複合団体金メダリストの阿部雅司さんを

スポーツ・合宿推進課特別参与、スポーツ

振興アドバイザーとして昨年の４月より採

用されています。その使命は、名寄からオ

リンピック選手の育成を通じたまちおこし

というものであります。ジュニア世代の育

成強化、スポーツ合宿の誘致というシビア

な成果を求められてはいますが、阿部さん

の存在は市民に与える影響が大きいという

ことであります。美幌町の未来づくりに欠

かせない教育という観点からも重要と考え

ております。町長の考えを示しください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 稲垣議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 初めに、除雪事業の取り組みについて、

御質問の直営方式と民間委託方式のメリッ

ト及びデメリットについてでありますが、

本町の除雪体制は、町臨時職員が市街地の

幹線道路と農村地区を除雪する直営方式

と、市街区域を７事業者に委託する方式を

併用し、さらに、農村地区の一部では各地

区の除雪部会への委託も行っております。 

 直営によるメリットについてであります

が、除雪作業は一斉除雪、路面整正、車道

の幅出し、排雪作業と続き、さらに、郊外

の吹きだまり除雪や交通事故防止対策を２

０台の除雪車両などを使用し、一体的な流

れで実施することが可能となっておりま

す。 

 さらに、作業計画は、天候や路面状況の

変化により随時変更されることから、緊急

対応や機動性も発揮しております。このこ

とが町民の方からの要望にもきめ細やかに

対応できていると考えております。 

 デメリットといたしましては、冬期間の

除雪車両などに従事する臨時職員の確保が

難しい状況となっていることであります。 

 次に、民間委託のメリットとデメリット

でありますが、委託の方法としては、町所

有の除雪車両の貸与を含め、町全体の除雪

を１事業者に一括して委託する方式が考え

られます。その場合のメリットといたしま
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しては、受託業者の指示のもと、全町を保

有する車両でフル稼働させることにより、

除雪や排雪の時間短縮が図られるととも

に、民間事業者が持つノウハウが除雪サー

ビスに生かされることと思われます。 

 一方、デメリットというより民間委託に

向けての課題と言えますが、除雪業務内容

が広範にわたることから、受け皿となる事

業者の受け入れ環境が整うことが必要とな

ります。 

 また、通常、委託料は車両の稼働時間に

応じ支払われることから、降雪や積雪状況

が事業者の経営に直接影響するという不安

定な側面を有している中、除雪車両への設

備投資についても課題があると考えられて

いるところであります。 

 次に、２点目の除雪事業におけるアウト

ソーシング化についてでありますが、除雪

業務の民間委託化には、さきにお答えした

ように、メリットを最大限に生かすために

は委託化に向けた課題について関係する

方々との多面的な検討を必要としていま

す。高齢化時代を迎える中、除雪体制の充

実が求められており、さらに、本町におい

ての除雪業務は冬期間の大きな経済活動で

もあることから、民間にできることは民間

へという観点のもと、これらの課題の解決

を図りながら、直営と委託のあり方につい

て検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願いいたしま

す。 

 次に、外部からの人材登用についてで

す。 

 外部からの人材登用についての１点目、

地域おこし協力隊における効果についてで

ありますが、本町におきましては、平成２

９年度の地域おこし協力隊員２名の採用に

向け、募集を行い、応募のあった中から５

名の面接により採用内定の通知をしたとこ

ろでありますが、内定者２名から辞退の申

し出があり、当初予定しておりました平成

２９年度からの採用には至らなかったとこ

ろであります。 

 平成２９年度におきましても、翌年度の

採用を目指し、２名の協力隊員の募集を行

う予定であります。 

 御質問の活動の分野や活動内容について

でありますが、まちづくりを進めていく中

で、外部からの視点により、さまざまな取

り組みが可能となる分野を中心とし、地域

おこし協力隊の活動によって、よりスピー

ド感が増す活動内容で検討してまいりたい

と考えております。 

 なお、具体的な活動内容につきまして

は、役場職員で構成されております庁内プ

ロジェクトチームを通じて、関係団体など

の意見等をいただきながら決定してまいり

たいと考えております。 

 また、この事業に対する成果等を含めた

考えについてでありますが、地域おこし協

力隊員から新鮮な外部の目線で刺激を与え

ていただき、地元町民との協働により地域

活性化につなげてまいりたいと考えており

ますとともに、活動終了後には本町に定住

していただけることなどを成果として考え

ておりますので、御理解のほどをよろしく

お願いいたします。 

 次に、外部からの人材登用についてのス

ポーツ専門職員の登用についてであります

が、これまで、冬季亓輪を初めとする国際

大会にさまざまな種目で美幌出身のアスリ

ートが活躍されており、町内のスポーツ尐

年団や学校部活動においても、全道または

全国大会で優秀な成績を残すなど、活躍は

目覚ましいものがあります。そうした活躍

の背景には、地元で育った優秀な選手が、

地域のスポーツ指導者として情熱を持って

青尐年の指導に当たっておられ、成果につ

ながっているものと考えています。 

 指導者の育成は、子供たちの活躍やスポ

ーツを通じた教育という観点でとても重要

な課題であり、さらには、活動の支援やス

ポーツ環境を整備していくことが健やかな

子供たちの成長に欠かせないものと考えて
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おります。 

 そうしたことから、スポーツの競技はさ

まざまでありますが、競技力向上のみなら

ず、教育的な観点から、教職員や地域の人

材など指導者の育成を図るとともに、トッ

プアスリートの人材活用や専門職の登用を

含め調査研究してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁させていただきました。よろ

しくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 私も、経済建設常

任委員会に所属してから町の除雪体制を気

にするようになりまして、非常に遅いとい

いますか、残念な人間でありますが、私が

住んでいるところの店側のほうは国道が走

っておりますし、ちょうど店の真裏側が町

道ということで、無論、町道と国道の除雪

体制は比べるものではないと思いますけれ

ども、どちらも住民の生活を守る大事な道

路であります。そこをいかに速やかに、走

りやすく、仕事または通学等々に支障のな

いようにということで、業者の方を含め、

町の職員の皆さんも含め、日々努力されて

いることは重々承知しているところです。 

 しかしながら、私は、平成２０年ぐらい

までですけれども、行政改革推進委員とい

う所に身を置いて、まちのいろいろな事務

事業のスリム化とかまちのコンパクト化と

かいろいろなところで勉強させていただい

た者としては、例えば、緑の苑、特養と

か、ごみ処理場だとか、上下水道の場所と

か、いろいろなものが民間委託されている

状況の中で、なぜ今もってこういう状況が

まだまだ続いているのかと、非常に素朴な

疑問があったものですから、本日、質問を

させていただいております。 

 ということで、メリット、デメリット、

またアウトソーシング化という質問を出し

ましたけれども、あわせまして、道路行政

といいますか、除排雪を含めた今後の行政

についてお聞きすることを御理解いただき

たいと思います。 

 特に最近思うのは、毎年、除雪について

は、皆さんは本当に努力されている中、各

個々人といいますか問題が発生して、クレ

ームの電話も鳴っているようにお聞きして

おりますけれども、そういう御努力の中

で、特に、ことしの春は、かなり積もった

雪が悪さをしている状況があります。特に

思うのは、昨年１２月に断続的に雪が降り

続いた中で、すぐに出動がされなかったよ

うに思います。私の住んでいる地域だけな

のかもしれませんが、本部の方にいろいろ

お聞きしますと、１２月はすぐに除雪に入

ってくれず、結局、きちんとした除雪がな

かったことで、どうしても雪が残り、結

局、暖かくなって、残っている雪ででこぼ

こになったとか、それで車を傷つけたと

か、それは車高の問題もあるので一概には

言えないのでしょうけれども、そういうよ

うな話を至るところで耳にしたことがあり

ます。 

 改めてお尋ねしますけれども、除雪シー

ズンに入る前に、建設水道部としてはどの

ような打ち合わせを行っているのでしょう

か。 

 除雪の開始時間とか、例えば１０センチ

積もったらとか、いろいろとあるのでしょ

うけれども、私もきちんと見ていない部分

があるので、間違っていたら訂正してくだ

さい。基本はどうなのでしょうか。直営の

場合は平日のみですか。土・日は走ってい

るのでしょうか。以上です。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 除雪につ

いての御質問でございます。 

 除雪に当たりましては、除雪時期の当

初、１１月末になりますが、その時期に各

委託をお願いする業者の方に集まっていた

だきまして、除雪の御説明をさせていただ

くことになります。 

 除雪の考え方としまして、一斉除雪とい
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うのは、１０センチ以上積もった際に、町

から指示をさせていただきまして、基本的

に午前零時から始めます。というのは、登

校前、通学前に歩道まで含めてあけておく

ということになりますと、その時間から行

わなければなりません。また、それより早

くから行いますと、まだ走っている車があ

り、通行との関係がありますので、午前零

時が一番仕事のしやすい時間帯ということ

で、その時間からスタートしているところ

でございます。 

 先ほど議員がおっしゃられたとおり、今

回、１２月下旪に、単発的に１０センチ以

内ではあったのですが、湿り気のある雪が

降りながら積もったということがございま

す。そのときは一斉除雪をしていなかった

わけですが、さまざまな方からその辺の指

摘をされております。積もっていく中で、

圧雪すると、わだちになってくるというこ

とで、タイミングを逃したのではないかと

言われております。言われるとおり、その

タイミングは、本当にいろいろ苦労しなが

ら担当者で考えている部分があるのです

が、これは後々の影響を与えないように考

えていかなければならないと考えておりま

す。この辺は、今後の課題として残ってい

るところでございます。 

 それから、直営の土・日のことでござい

ます。 

 これにつきましては、一斉除雪は、雪が

ありますので、もちろん土・日に関係なく

行っております。 

 また、状況によって土・日を考えずに行

っておりますし、郊外については、特に常

に吹きだまりが生じやすい状況がございま

す。そういうことで、郊外は土・日を考え

ず行っておりますし、交通安全上のビリ砂

利の散布についても、土・日は考えずに時

機を逃さず散布するということで、土・日

だから休むということではなく、道路状況

に応じた形で進めさせていただいていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） １２月はなかなか

判断ができなかったという部分ですが、１

０センチまで満たなかった程度の雪が断続

的にあったので判断しかねたという理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問でございます。 

 除雪するには、固まった雪を押す場合、

住民の方からも、その雪を間口から動かす

のにかなり労力が要るということで、それ

についても新雪時と一緒に行うということ

で今まで進めてきた経過があったものです

から、新雪のタイミングを見ながら行いた

いと思っていたわけですけれども、１２月

下旪はなかなか新雪が降らないで過ぎてし

まい、重なったということで、判断がおく

れたということでございますので、よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 本当に自然相手な

ものですから、そこはなかなか難しいので

しょうけれども、例えば、判断をされるの

は、いつ誰がどのような時点でと考えたら

よろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 通常の除

雪判断は、私、建設水道部長が判断をして

指示させていただいているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 本当に、経験だと

か、そういう判断でいろいろと御苦労があ

ると思いますけれども、結局、部長が判断

されるという情報ソースになるものはどこ

から入手しているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 情報集約
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の方法でございますが、黄色い道路パトロ

ール車もございますが、主幹を初め、各担

当職員が道路状況を見て回っております。

また、郊外のほうも見てまいりながら、必

要なところには電話をしながら判断してい

るところでございます。 

 また、一斉除雪については、天気図また

は予報を読みながら判断しているところで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 日々パトロール車

とか天気予報という中で検討されての判断

だということです。しかしながら、それも

人がやることですから、なかなかうまくい

かないということもあるのでしょうけれど

も、ざくざくとした状況がいまだに残って

いたというところは、ちょっと残念だなと

いう声が非常に多く耳に入ったものですか

ら、質問をさせていただきました。ぜひ、

連携を密にして、いち早い出動の判断がで

きるような体制をとっていただければと強

く思っております。 

 そこで、冒頭のアウトソーシング化の話

に触れますけれども、札幌とか北見とか、

ああいう大きなまちではセンター化して取

り組んでいるという話も耳にしておりま

す。 

 また、最近、近隣の町村でも４月から、

正式な名称は認識しておりませんけれど

も、そういう管理組合的なものをつくって

民間移譲をして始めるという話も聞いてお

りますが、御存じでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 隣町でそういうこ

とを始めたということは聞いております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 隣町の取り組みを

もちろん耳にはされていると思うのですけ

れども、その中で、我が町が、先ほども言

ったように、特養とか、ごみ問題とか、そ

れぞれ民間委託している状況の中で、除排

雪事業に関して、道路維持管理と言ったほ

うがいいのでしょうか、冬だけではなく、

すべからく道路の管理事業ということに関

して今まで考えたことはあるのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私は、夏冬を通じ

て、今、役場が車両を持って臨時職員を雇

って運行していること自体には非常に疑問

を持っていまして、何とかまちの一業者で

はなく、一つの固まりとして何かやってい

ただけないかという投げかけも担当を通じ

てしたことはありますけれども、今日、ま

だそこまで行っていないのが現状です。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 今、疑問を持って

いる、そしてまた、過去、担当者を通じて

そういうことを投げかけたことがあるとい

うことでした。そのときに、もちろん１社

だけでは大変難しい問題ということは理解

するのですが、改めて、そのときは何が壁

だったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

町長から申し上げたとおり、この委託につ

いては、夏冬あわせて考えていかなければ

ならないだろうと考えております。そうい

う中で、夏場の作業内容は日々大きなもの

から小さなものまで、日々の作業の中です

から、業務量の把握をきちんとしていない

と、委託を考える際に労力としての積み上

げや、委託料としての積み上げや、どれだ

けの人工数が必要なのかということの算定

が必要になってきます。 

 また、車両の関係についても、どのよう

な使い方をしているのか、これはやればす

ぐにできる話ではあるのですけれども、作

業量の関係は随時変わってくるものですか

ら、過去何年間の作業を見ることと、一番

心配しているのは、台風の際の事前の予防
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的な作業または事後の作業も含めて考えて

いくということです。そういう多面的な私

どもの積み上げが大事だと考えております

が、その辺の作業がまだ始まっていないと

いうのが正直なところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 町長、今、部長か

ら問題点が出されたところですが、それら

を解決するきっかけは、どのようにして始

まるものなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今言いましたよう

に、例えば災害対応をする場合、直営でも

持っていなければいけないということをし

っかりと相手と話し、その責任分担を含め

て、どこまでやれるかということをしっか

り話し合うことが前提だと私は思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 要は、そういう事

業といいますか、アウトソーシング化を進

めるか否か、進めるのであれば、業務分担

とか、今おっしゃった災害時の予防的な作

業などが積み上がっていくのだろうと思い

ます。ただ、ぼんやりとした話ではいつま

でたっても進んでいかないのだろうという

危惧はしていますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） まず、私どもが話

している相手方は、仕事を持っているとい

うことで、共同体として一つの新たな会社

を起こすこと自体もなかなか難しいという

話も漏れ聞こえてきております。あるい

は、通年作業があるのかということも含め

て、なかなか難しいのではないかという返

答をいただいています。そこを乗り越えて

いくには、何回かの話し合いをしっかりと

していかなければいけないと思います。か

つ、細かい話もしていかないとだめだと思

っていますので、今後とも、そういう努力

はしっかりとしていきたいと思っていま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） もちろん、アウト

ソーシング化をするためには、受け皿とな

る業者の管理組合的なものが必要になると

いうことが大前提になるのは理解しており

ます。ただ、町長は、きっと山が高ければ

高いほど燃えるタイプだと私は思っており

ますので、過去にも特養なり町のいろいろ

な施設をアウトソーシング化していった手

腕をぜひ―何を言いたいかというと、こ

れからのまちづくりでは、事務事業を含

め、スリム化が大前提でかかわってくるだ

ろうと思います。それを、日ごろの議員活

動の中でも、今回の予算執行についても、

そういうところから見えてくる部分があり

ます。 

 ただ、私もいろいろと勉強した中で、管

理組合的なものをつくった中で、では、そ

こで経費として仮に１億円かかったものが

９,０００万円で上がるのかという問題は、

部長からもいろいろな懸念の中でありまし

たけれども、単なる経費の問題にとどまら

ず、町役場のスリム化を考えたときに、絶

対に避けて通れない事業の一つなのだろう

と強く思い、今回質問させていただいたと

いう経緯があります。 

 ぜひ、町長も、強い意志を持って、この

事業をより明確にしていただければいいと

思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私どもも、今まで

に、業務の委託とか、第三セクターとか、

指定管理とか、民間に全く移譲してしまう

という方法とか、いろいろな手法をとって

きましたけれども、これも時代によって随

分変わってくると思います。 

 今お話の経費のみにとらわれずというと

ころだと思いますけれども、もちろんコス
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トが下がるという委託はしっかりしなけれ

ばいけないと思います。ただ、そこで問題

なのは、サービス低下につながらないとい

うのが我々の一番望ましい委託の関係だと

思いますので、そこをしっかりできるとい

う状態まで持っていかないと、なかなか難

しいと思います。コストは下がったけれど

も、サービスが低下したような話になる

と、住民の皆さんの生活に直接かかわる話

ですので、その辺はしっかりと考えを持っ

てやっていかなければいけないと思ってお

ります。 

 いずれにしましても、どのような方法が

いいのか、もう移譲してしまっていいの

か、ただ、移譲してしまうと、建設機械は

意外と高いものなので、補助事業で買うと

いうのは民間では難しいと思います。貸与

という形が一番いいのではないかと思って

おりますけれども、その辺も含めて、課題

はかなり大きいと思いますので、引き続

き、粘り強く当たって協議をしていきたい

と思っています。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） ぜひ、そのお言葉

が実現化するように強く強く願うものであ

りますが、手法につきましては、私がここ

であれこれ言うよりも、現場で頑張ってい

らっしゃる皆さんが頭をひねったほうがい

い案が浮かぶと思います。冬場に限らず、

夏の町道及び河川の管理とかいろいろなこ

とが多岐にわたってあるでしょうし、一番

スムーズなのは、今、町が持っている車両

を貸与してという方式で、大きな話で言え

ば人材もいろいろと交流があるでしょう

と。いろいろな手法があると思いますけれ

ども、指定管理者の中では、峠の湯もそう

ですが、大枠は貸して、備品類の補修など

はところどころを町が持つとか、現在も町

はいろいろな手法で取り組まれていると思

いますので、一つやる方向でこれからも御

検討いただいて、来る美幌町のスリム化に

体力を温存しながら、こういう事業にも前

向きに取り組んでいただきたいという思い

でこの問題は終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議員と思いは一緒

だと思いますので、我々もしっかりと努力

していきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 続きまして、地域

おこし協力隊事業について再質問をさせて

いただきます。 

 今回、不調に終わったということですけ

れども、この地域おこし協力隊事業は、冒

頭にも書きましたけれども、人口減尐、高

齢化云々の中で積極的に人材を受け入れ

て、地域の協力活動を行ってもらって定着

を図るという意味合いでございますが、こ

れは、総務省からの事業で、過疎対策とい

う意味合いが大いにあるのだろうと思って

おります。今回、残念ながら、募集があっ

たにもかかわらず、５名の面接がありまし

たが、２名の採用内定者から辞退があった

ということです。これは、マッチングがう

まくいかなかった一番の理由といいます

か、大もとのところで、美幌町はどういう

部分に対してまちおこし協力隊を募集して

いたのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、二つの

事業に対して、地域おこし協力隊の募集を

かけたところでございます。両方とも、Ｆ

ＳＣ認証材に係るものでございますけれど

も、まず１点目は、森林組合で取り組みま

すコアドライの試験研究、商品開発、販路

拡大業務について、１人、地域おこし協力

隊を募集しております。もう一点は、この

認証材の普及拡大を進めるための利用促進

あるいは木産品の商品開発の業務を専属的

にやっていただくということで、この二つ

の業務について地域おこし協力隊での募集

をかけたところでございます。 



 

－ 101 － 

 そして、５名の方について、美幌までお

越しをいただいて、面接をさせていただい

たところでございます。 

 募集要項等を公表しながら、応募されて

きた方々の面接をしまして、一応、内定は

出させていただいたのですが、自分たちが

思っていた内容と若干違うところがあると

いう認識のずれが大きかったということ

で、これは募集要項を作成した我々にも大

きなミスがあったのだろうと理解をしてい

るところでございます。 

 地域おこし協力隊は、先ほど稲垣議員が

おっしゃっていたとおりの目的でございま

す。一定程度小さく集約をした形の地域お

こし協力隊を望むことがいいのか、あるい

は、もっと広い範囲で美幌町の地域おこし

をどうしていくかということに対しての地

域おこし協力隊を求めることがいいのか、

再度、時間をかけて検討する必要があるの

だろうと思っています。今回、残念なが

ら、２名の応募があって、面接をして、採

用に至りませんでしたけれども、ある意味

においては、３０年度の募集に向けて、美

幌町としてもしっかりとした地域おこし協

力隊の業務内容、求めるものについては、

多くの関係団体等を含めて、意見を聞きな

がら集約をしていくということが必要だろ

うと反省しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 内定まで行って辞

退されたという非常に残念な結果ですけれ

ども、今、広島部長から反省点が上がって

いましたので、あとは、これから前向きな

考えで進むしかないだろうと思っていま

す。 

 改めてお尋ねしますが、町としてどのよ

うなテーマ、問題点、ニーズがあるのでぜ

ひ美幌町で働いてほしい、こういう協力隊

を募集しているのだという発信があったの

か、お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 地域おこし協

力隊は、今回もそうでしたけれども、一

応、嘱託職員として採用するということで

募集等を進めさせていただきました。 

 業務については、専属的に当たっていた

だくことを考えておりますので、そういっ

た意味からいけば、業務内容について、き

ちんと整理をしていく必要があると思いま

す。 

 一番いいのは、地域おこし協力隊は、専

属的にその業務だけに携わるということか

らいけば、スピード感が一番求められてい

る分野について、地域おこし協力隊を臨ん

でいくことが必要なのだろうと考えており

ます。それが、まちおこしにとってどうい

う分野での、どういう業務の範囲なのかと

いうのは、３０年度の採用の募集に向け

て、今後、各関係団体と協議をさせていた

だきながら、２名を予定しておりますの

で、二つの業務に絞った形で、秋口には募

集要項を決めなければいけませんので、そ

れまでには、いろいろな形で協議をさせて

いただきながら、決定をさせていただきた

いと考えているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） わからないので確

認させてください。当初、２名の方を内定

されたということで、ＦＳＣ認証材の件と

いうことになると、森林組合に勤務すると

いうことで採用を考えていたということで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １人のコアド

ライの研究開発、販路拡大については、森

林組合を主体としながらということで考え

ておりました。また、もう一つの認証材の

普及促進あるいは商品開発については、役

場を中心としながら活動をしていただくと

いうことを考えておりました。ただ、これ

らの細部について、どういった形でという

ところが募集要項の中ではきちんと見えて
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きませんでした。あるいは、地域おこし協

力隊と森林組合との関係についても、要項

の中ではきちんと見えてこなかったという

中で面接に来られて、いろいろ話をしてい

る中で、今回応募のあった方たちが思って

いた内容と若干違いがあったということ

で、美幌町としては内定を出したのです

が、思っていたものと尐し違うのでという

ことで、割と早く辞退をいただいたという

ことになっております。 

 そういった意味からいけば、本当に反省

するところは多々あるのだろうと思ってい

ますので、これらを生かしながら、３０年

度の採用に向けて再整備を図りたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） また、どのような

問題点やニーズが整理されていくのかとい

うところは注視していきたいと思います。 

 それであれば、ＦＳＣ、コアドライ関係

ということでいけば、町の発展のためとい

うのが大もとであるのは理解するのです

が、違う分野、例えば、観光業とか商工と

いう分野でも可能性はあると理解してよろ

しいですか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほども答弁

をさせていただきましたけれども、スピー

ド感をもって対応に当たるべき分野がどこ

であるか。例えば、これが観光の分野で、

その中のなおかつこの分野ですということ

であれば、そちらの地域おこし協力隊につ

いての募集をかけたいと思っています。そ

れは、３年間と決まっておりますので、そ

の中できちんとした制度設計、業務設計が

できた中で成果があらわれるような形がど

この分野であるのかを含めて考えていきた

いと思っています。一つの業種や分野に限

ってということではなく、広い中で選択を

していきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 地域おこし協力隊

の一番すばらしいといいますか、定着した

らいいと思うのは、最長３年、給与をいた

だきながら、町にとっていい人材かどうか

見きわめつつ、隊員の方たちも、美幌町に

とって、自分が骨をうずめるいい場所なの

かどうかということも２年ないし３年の中

で見きわめられるという場になるのだろう

とは思いますが、いろいろと調べていくう

ちに、一番は起業化するための流れで移

住、定住につながるという事業と理解して

おります。部長はいろいろと御苦労されて

おりますけれども、一番は、隊員の方たち

の思いとどううまくマッチングさせて、そ

れが定住促進、移住促進につながっていく

か、起業化してもらえるのかということに

かかわってくると思います。 

 そうなると、町から発信するいろいろな

テーマや思いといいますか、我々美幌町が

試される部分なのだろうと思うところであ

りますので、ぜひ多方面にわたって情報を

収集していただいて、すばらしい人材が美

幌町に移住してもらえるような流れをぜひ

つくっていただきたいと強く申し上げて、

この質問を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 地域おこし協力隊

員を２名内定させていただきましたけれど

も、来ていただけないという結果になりま

した。まことに残念な結果でありました。 

 今、広島部長から、反省点もあるという

ことで、この反省を踏まえて、平成２９年

度はしっかりとした取り組みをしていきた

いと思っております。 

 何よりも、我々にとっては、外からの目

というのが極めていい目だと思います。そ

ういったこともしっかりと受けとめなが

ら、ぜひとも採用に沿っていただけるよう

な人材を発掘していきたいと思っておりま

す。 

 我々町職員も反省しなければいけないこ
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とはたくさんあります。今までのしがらみ

が外れないということもあったり、目線が

なかなかうまくいかなかったりということ

もあると思いますので、そういう反省を踏

まえて、こういった方々にそういう力を発

揮していただきたいと思っております。反

省は反省としてしっかり受けとめて、新し

い採用に当たっていきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 次のスポーツ専門

職員の登用についても、同じような考えか

ら質問をさせていただきました。 

 地域おこし協力隊は国の事業なので、国

からの補助制度で運営できるものでありま

すが、今度のスポーツ専門職員について

は、町独自の施策になるという提案です。

今回、スポーツ専門職員ということで考え

ていただく上で書きました。もちろん、人

材としては、スポーツの分野に限らず、文

化的なものでも、歌い手でも、ダンサーで

も、どんな分野でもと言うと語弊がありま

すけれども、あることに特化した人材を美

幌町にぜひ呼び寄せて、活躍をしていただ

く場を、また、そのように活躍した明るい

光輝く部分を青尐年たちが自分のものとし

て、身近なものとして、次の新しい夢を育

むということを願って、このような質問を

させていただいております。 

 今回、スポーツ専門職員については、昨

年のオリンピックから、この間の冬季アジ

ア大会と、いろいろとテレビをにぎわせて

いく中、そしてまた、特に北海道という地

域柄でしょうか、美幌町からは冬のアスリ

ートが多く選出されて活躍しているのも事

実です。 

 そんな中で、美幌町出身の誰がという狭

い考えは毛頭ございませんけれども、町の

いろいろな立場の職員があると思うのです

けれども、こういうとがった人たちをぜひ

呼び込んで、活躍の場を美幌町に広げて、

美幌町の次代を担う子供たちのために活躍

の場を持ってほしいという思いで今回出し

ました。 

 特に、名寄市においては、阿部雅司さん

も５年越しの名寄市長からのアプローチで

今回入られたと聞いております。スポーツ

のコーチとか指導者ということに決してと

らわれず、一流どころを極めた方というの

は、視野がいろいろと広いと思うのです。

体のトレーニングや指導の部分も含めて、

いろいろな観点で一流を極めた方は幅広い

見方ができると思っているものですから、

そういう人材の登用ということについて、

改めていかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 本当に美幌出身の

子供たちが頑張っていただいて、国内はも

とより、ワールドカップ、あるいはオリン

ピックで随分活躍をしていただいておりま

す。そういう意味で、町民の皆さん、また

子供たちにとって大きな力になっているの

ではないかと思っております。 

 そんな中、今回、御質問をいただいたト

ップアスリートの人材登用ということで質

問をいただきました。力になっているのは

確かだと思います。身近な選手がワールド

カップ、オリンピックで活躍できるのを目

の当たりにしてわかるわけですから、非常

に影響力があることだと思います。また、

そういう方に指導していただければ、さら

に大きな力になるのではないかと思ってお

ります。 

 ただ、今までも、本人の努力はもとよ

り、熱心な指導者がいて、自分たちも世界

に飛び出すことができるということを考え

ると、名選手が全てよき指導者になるかと

いうのは、ほかの方が言っておられる言葉

を引用させていただきますと、名選手イコ

ール名監督にはあらずという考え方もある

ようです。 

 いずれにいたしましても、どういう立場

であろうと、この町の出身のトップアスリ
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ートがこの町のためにという思いで力をか

していただけるということについては、本

当にありがたいことですし、我々も望むと

ころでありますので、そういった御理解を

お願いしたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 大変私の言葉足ら

ずで申しわけないのですけれども、そうい

う単なる指導者のみならず、幅広い視野で

今まで活躍してきたといいますか、いろい

ろな場面を見ている方たちは我々と違う世

界を知っているということを一番言いたい

のです。 

 ですから、単なるいい選手が来たから、

子供たちもそれに引っ張られて育つという

ことはもちろんあるのでしょうけれども、

町内にもいろいろな分野で活躍されて、す

ばらしい指導者の方々はいらっしゃるの

で、改めて指導者に特化したスポーツ選手

をということは余り考えなくてもいいので

はないかと思います。 

 例えば、ある人だったらＪＯＣに顔がき

くとか、いろいろな分野で我々の知らない

世界を知っている人たちを重用するという

ことが新たな美幌町の未来につながるので

はないかというように、大きな視野でぜひ

考えていただきたいというのが第１点で

す。 

 そして、経済建設常任委員会の視察では

ありましたけれども、一昨年、岩手県の紫

波町というところにお邪魔しました。そこ

は、中心市街地の話で行ったのですけれど

も、そのまちづくりの中の一つに、バレー

ボールの体育館があったのです。全国大会

といいますか、リーグでもできるようなす

ばらしい本格的なバレーボールの体育館で

した。床材もバレーボールに特化した本当

に専門の体育館があるのです。 

 何が起きたかというと、そこに専門の女

子バレーボールの全日本にいた方が招聘さ

れて、旦那さんも一緒についてきて紫波町

に移住してきたわけです。特化した体育館

なものですから、ママさんバレー、子供の

バレーはもちろんですが、社会人から何か

ら、いろいろな大きな大会がそのまちでに

ぎわってやっているというのを間近に見る

につけ、こういう特化したもの、飛び抜け

たもの、あえて英語を使えば、エッジがと

がっているのです。 

 何でもかんでもオーケーと言うのではな

く、行政は広くいろいろな方に公平、公正

にという大原則があると思いますけれど

も、町長がよく言うキラリと光るまちづく

りということを考えていけば、どこか一つ

とがったものを発信することも美幌町にと

ってはいいことなのではないか、そんな思

いで質問をさせていただいているところで

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） もう尐し大きな視

野でというお話がありました。視野が狭く

て申しわけないと思いますけれども、もち

ろん、そのとおりだと思います。私も、生

意気だと言うのではなくて、とがったとい

うのは非常にいい表現だなと思ってお聞か

せいただきました。とがった監督といいま

すか、とがった人材を求めるべく頑張って

いきたいと思っておりますので、どうかよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 今回の外部登用に

つきましては、協力隊並びにスポーツ専門

職の登用等々ということで一番思うところ

は、まちのにぎわい、発展であります。美

幌町が繁盛する、にぎわう場とか人の集ま

るものがあるということがこれからの美幌

町にとってますます重要といいますか、大

事なところなのだろうという思いでこのよ

うな質問をさせていただきましたので、ぜ

ひ、いろいろな分野において、美幌町のに

ぎわい、それは商工業だけではなくて、小

学校、中学校という教育施設も含めてにぎ
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わって、みんなが明るく笑顔で暮らせるま

ちづくりの一助として、ぜひこの点を今後

も検討いただければという思いを伝えて、

終わりにさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は１４時５５分とします。 

午後 ２時４８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １０番吉住博幸さん。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 質問を

させていただきます。 

 美幌町出身の選手たちが国内外の大会で

活躍されている中、町内の施設整備は十分

でないと私は思っています。特に、スケー

トリンクは河川敷のパークゴルフ場内にあ

り、パークゴルフの始動時期においても支

障を来たしております。現在の河川敷以外

の場所でコンクリート・アスファルト舗装

基盤のスケートリンク場を整備するお考え

はないのでしょうか。 

 大きい項目の二つ目であります。 

 災害及び除排雪時における作業方法及び

作業体制についてお伺いいたします。 

 小さい項目の一つ目は、建設水道部内の

職員の連携はとれているのでしょうか。 

 二つ目は、特に技術・技能系職員の経験

錬磨は向上しているのでしょうか。 

 三つ目は、これは運転手さん、作業員等

を含めてですが、臨時作業員に対して適切

な指示がなされているのか。また、臨時作

業員の研修は実施されているのか。 

 お尋ねいたしますので、町長、本音でお

答えいただければありがたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 初めに、町長の政治姿勢について、コン

クリート・アスファルト基盤のスケートリ

ンク場の整備についてでありますが、スケ

ートリンクの整備については、これまで河

川敷において１２月下旪から２月中旪まで

利用可能なスケートリンクとして整備を行

っております。 

 現在のスケートリンクの規格としまして

は、３８７.３６メートル標準シングルトラ

ックＣタイプとして、コーナーの両端まで

の長さが１８０.４３メートル、幅が７０メ

ートルであり、トラックの面積としては１

万３,０００平米が必要です。本部席や観客

スペース、駐車場も含めますと、相当な敷

地面積が必要となります。 

 また、管内の施設では、北見市が平成２

４年度にアスファルト基盤のリンクを約４

億７,０００万円で整備されており、施設の

整備には財源の確保も必要であります。毎

年のリンク造成にかかる負担や利用期間の

確保を考えますと、舗装された専用リンク

としての整備を行うことが望ましいと理解

しておりますが、用地の確保も含め、今

後、十分な検討が必要でありますので、御

理解賜りますようお願いしたいと思いま

す。 

 次に、建設行政について、１点目の建設

水道部内職員の連携についてであります

が、大雤災害が予想される際には、網走地

方気象台や総務部からの情報提供をもと

に、樋門での堤内排水の準備や町道などの

被災防止対策、さらに、大雤後には道路・

河川調査を実施し、被害箇所の応急復旧に

努めているところであります。 

 これらの作業は、常に迅速かつ臨機応変

な対応が求められ、また危険も伴うことか
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ら、直営作業員を初め、部内全職員が連携

を密にして取り組んでいるところでありま

す。 

 また、除排雪時においても、一斉除雪時

や除排雪後の道路の確認などに部内全職員

が連携し対応しているところであります。 

 次に、２点目の技術職員についての御質

問でありますが、道路や水道施設などの建

設・修繕に従事する職員は、技術の習得に

多くの経験の積み重ねを必要といたしてお

ります。また、技術の伝承も重要なことか

ら、主幹、主査職からの指導助言を受けな

がら、現場監督業務に従事しているところ

であります。 

 次に、３点目の運転手及び作業員への業

務の指示や研修についてでありますが、作

業の日程や内容は、主幹や維持・管理担当

職員からの指示のもと作業を行い、現場確

認を行っているところであります。 

 また、研修につきましては、毎年、除雪

会議時に美幌警察署地域交通課に除雪に関

する注意事項と、除雪時の事故防止を目的

とした交通安全講話をお願いしておりま

す。 

 その他の研修等につきましては、道路維

持作業に係る安全衛生研修を予算化し、計

画的に参加しているところでありますの

で、御理解いただきますよう、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 私の前の稲垣議

員も同様な質問項目がありましたので、傍

聴者に流れとして聞きやすいように、大き

い項目の順番を入れかえて進めさせていた

だくことをお許しください。 

 あえて町長にお聞きしますが、まず、こ

ういう事情を御存じでしょうか。 

 民間のトラックや車両は、朝５時に、報

徳にある車両置き場に集合してくれと。も

ちろん、業者ですから、指定された時間に

その場所へ行きます。ところが、そこで行

政側の直営部隊の方々が、例えば、北一丁

目方面だよ、鳥里だよ、上美幌に行くよと

一切なしでショベルカー、グレーダーを先

頭に、後からついて来いということなので

す。集合場所を指定されて、わざわざ町か

ら遠く外れた報徳の車両置き場へ行きまし

たが、現実は、大名行列がごとく、町の中

に移動してきます。これだけで１５分違う

のです。 

 そして、行政直営の場合は、それから段

取りが始まります。特に排雪時期は、他の

車両に迷惑がかかると困りますから、俗に

言う交通整理する作業員を配置します。そ

の配置がだめだと言っているのではないの

です。その配置が終わって、民間から借り

た車両に雪を積み込むまで、大ざっぱに言

ったら３０分です。 

 業者は、役場の指示ですから、報徳の町

から外れた場所に集まってくれと言われた

ら時間どおり行きます。５時に集まれと言

われたら、５分前か１０分前には着いてい

るはずです。でも、そこから大名行列をや

ろうが、何しようが、借り上げ料の賃金は

要求してくるはずなのです。 

 私も縁あって、名乗らなくてもわかって

くださると思いますが、３度ばかり直営班

のそういう話を聞いたものですから、朝５

時に私自身が見に行きました。町の中の位

置関係は別にしても、１分、２分の違いは

あったにしても、おおよそ、こういう話で

した。 

 そうなったときに、委託を受けて出動命

令がかかっている業者は、わざわざ報徳の

集合場所ではなく、例えば、ホーマックの

近くでやろうとしたら、ホーマックのとこ

ろに５時半に来てくださいということで、

そこからの業者としての請求なのです。 

 私は、このこと全体に触れるために前置

きをさせていただいておりますが、大名行

列から作業に着手するまで３０分かかった
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ら、それが４トンダンプだろうと、大型ダ

ンプだろうと、１０台を３０分借り上げす

ると、大体３万５,０００円から５万円の差

がつくのです。これは、業者は何も言いま

せん。その時間からあなたたちを雇用しま

す、使ってあげますと言うのですからね。 

 そういう意味において、除排雪について

も指示が徹底しているか。 

 業者に対しては、例えば、新町１丁目で

いいぞ、駅前に集まってくれと集合場所を

指定して、１回の出動で、積み始めるま

で、ただ大名行列をして、実働はせずに３

万５,０００円から４万円です。これは町民

の皆さんに申しわけないと思うのです。先

ほど言ったように、業者は、５時半に新町

の駅前に来てくれと言われれば、ちゃんと

行くのです。これが急に言われて、北見の

どこそこと言われて、説明できないのだっ

たら連れて行くということも必要でしょ

う。でも、委託を受けた業者は、美幌町の

行政のやっている守備範囲は大体わかって

いるのです。 

 イの一番に集まったところの賃金や借り

上げ料が高いわけではないのです。業者

は、みんなベテランですから、１０台あっ

ても、仕組みの中できちんと運行できるの

です。 

 そういう観点で、まず町長に、そういう

事情を御承知かということからお尋ねして

いきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今おっしゃった内

容については、私は十分に承知しておりま

せん。ただ、あってはならないことだと思

います。これからは、厳正に、厳密にやら

なければいけないと思います。なれ合いは

いけないと私は思っていますし、町税を使

うわけですから、それはしっかりとしなけ

ればだめだと思っていますので、御指摘い

ただいたことについては、しっかりと取り

組んでまいりたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 私は、とんがっ

ていませんが、研ぎ澄まされていますの

で、ちょっとちくりという言葉も吐かせて

いただきます。今、町長は「なれ合い」と

いう言葉を使いましたが、決して業者と行

政の直営班はなれ合いだと私は思っていま

せん。行政のほうから何時何分にここに集

まってくれと言われて、そこに集まった瞬

間からカウントが始まりますから、そうい

う大名行列まで金を払うということではな

く、現場を指定していただければ業者はき

ちんと行くということで捉えていただきた

いと思います。 

 話を続けさせていただきまして、本来の

話に戻ります。 

 災害というのは、雪も大雤もそうですけ

れども、美幌町全体に降るのです。町民の

方々や私の住んでいる道路の目の前で先に

やっていただくのは必要ですけれども、ど

んなに業者の数を集めたところで、たと

え、それを他の組織体がやっても一遍に対

応がとれないのです。そういう中で、いか

に効率を上げてしなければいけないかとい

う観点ですし、そういう意味で私も話を進

めていきますので、出だしの話も御理解い

ただけるかと思っています。 

 同じ経費で、皆さんの家の前の道路が距

離的に除排雪してもらったほうがありがた

いか、結果としてお金がないからできない

と言われたほうがいいかと考えた場合、仮

に金額が同じだとすれば、そこに総務部長

がいらっしゃいますけれども、総務部長の

家の手前で終わるか、総務部長の家を通り

越して公園通りまで行けるか、これは先ほ

どの他の議員に町長がおっしゃっていたよ

うに、行政サービスに対して、部内で真摯

に研究する必要はないかと思うのです。 

 そこで、災害なり除排雪について、表立

って活躍される部署は建設水道部だと思っ

ていますが、部内に担当がいます。例え

ば、私の１期生のときの建設部は、維持管
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理というのが一つの塊だった記憶がありま

す。今は、維持と管理が分かれているよう

な気がします。だから、職員の中で、その

狭い範囲内においても技術系と事務系がい

らっしゃいます。それなりに役割はあるの

でしょう。でも、全体として、大雪となれ

ば美幌町一円にかかわる災害だと思ってい

ますので、例えば、事務方が口では覚えて

いても、現実に場所はどこなのか、どこの

住民から苦情が来ているのか、どこに奥行

きがあって住民の方が怒っているのかを承

知していないのです。そういう意味では、

職員も含めて、尐なくとも１回や２回、大

雤も含めて、除排雪も含めて、見て回る必

要があるのではないかと思います。 

 さらに言えば、部署内においても、例え

ば、冬場に寒さが強くなれば水道管が破裂

するかもしれません。ですから、除排雪に

限って言いますと、秋口の雪が降る前に、

部長を先頭に会議を開いて、みんな協力し

合って、事務方も技術系も最低でもどこで

雪が山のようになっておさまっているか、

現場は知っておく必要があるのではないか

ということを徹底しておく必要があると思

います。 

 これは（１）番のことですが、関連があ

りますので、（２）番も話させていただき

ます。 

 私は、専門学校を出てきたから技術系だ

とは余り言いたくないのです。実際に現場

で指示できるのが技術屋だと思うのです。

逆に言うと、大雤とか雪に対しては、事務

職も技術系になれるのです。でも、実際に

できないのはなぜかというと、現場に行っ

ていないからです。現場に行って、こうい

うときはこういう対応をとったなと。例え

ば、横断管が破れたときにどうやって直し

ていったのか。学問としては、土を盛っ

て、転圧して、管を入れてくっつけなさい

ということしか書いていないのです。で

も、世の中はそれでおさまらないのです。 

 そういう意味で、同じ技術系の話をしま

すが、学問ばかりではなくて、目で覚え

る、人がやっているものを見て覚えるとい

う意味では、現場に行く回数が多くなけれ

ば技術の向上なんてあり得ないです。さら

に、いざとなったときに、災害対策本部が

できた、いろいろな部署から職員が集まっ

てきた、そこで誰を頼りにするかという

と、現場で支持できる人間です。その裏づ

けは、今言った論法で申しわけないけれど

も、技術屋が主役になっていただかなかっ

たら、ほかに職員がいても現場対応なんか

できないと私は思っています。 

 そういう意味で、今回の答弁は私の求め

たものではなかったです。怒っているわけ

ではないです。私は研ぎ澄まされていると

いうことですから。 

 次に、三つ目です。 

 臨時職員は、年間を通して、ありがたい

と思うのです。これは嫌みではありませ

ん。それは、大きい意味の民間のくくりと

行政職に対するくくりという意味では、職

務規定かどうかは別にしても、心意気とし

て、町長を先頭に号令がかかったら、我が

家庭を顧みず出動してくれるのです。これ

がもし業者だったら、業者の会社に電話が

来て、さらに各会社の職員に連絡します。

時間のかかることも大いに懸念されます。

そういう意味では、臨職を含めて、十分値

のある方々だと私は思っています。 

 その上で、あえて今回は臨職の方に言わ

せていただきましたが、当初の話もそうで

す。たまたま２月の中ごろだったか、網走

に用事があって潮見に行きましたら、網走

市が除排雪をしていました。大型ダンプを

持っていって、ショベル、ロータリーでど

ういうやり方をやっているかというと、ま

ず、大雪をすくうショベルを持っていっ

て、あら取りをするのです。あら取りをし

た雪を大型ダンプにどんと乗せて、さあ持

っていけです。４トンダンプより３倍積む

のです。特に、排雪というのは、その場所

から雪がなくなることを目的としているは
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ずです。 

 私は、そこで初めて、実際に現場をやっ

ていただいている方の多くが臨職の方々で

すから、交通安全の法規も重要なことです

が、作業方法における研修はされているの

かということをお聞きしたいのです。 

 実例を言います。美幌町が現実にやって

いる姿です。私は、３回現場に行きまし

た。朝５時からです。中には２時からのと

きもありました。ショベルも後ろからつい

て行っています。グレーダー２台とショベ

ル、それからミニロータリー、大型ロータ

リー、４トンダンプは借り上げの直営のも

のもありました。 

 民間業者は、ショベル２台、これは押し

つけるグレーダーみたいな役割の機械と積

み込む機械です。役場は違うのです。押し

出す雪を待っていたら、ロータリーという

積み込む機械が稼働するまで時間がかかっ

てしまうのです。民間の方々は、荒っぽく

言うと、積むものが目の前にあるわけです

から、現場に行ったら、すくって、ぼんと

積んで走らせるのです。今は台数の話はし

ていません。もし台数が足りなかったら、

その間に排雪する雪を集めて、車が横に来

たら積む段取りをしているから、ダンプは

積んだ瞬間から走ります。ショベルも、積

んだ瞬間は、雪を集める作業で稼働してい

るのです。役場の直営班はどうですか。 

 積み込む機械はロータリーで、これはす

くえませんからね。４トンダンプに１０台

積みました、捨てに行きました、直営班

は、ほかにショベルがあるのですよ。で

も、半分以上が遊んでいます。何であんな

に台数が必要なのか。 

 私が言いたいのは、苦情ということでは

なくて、私の論法ですが、それを参考にし

たら、役場の方法だって、初めからグレー

ダーでのあら取りを先行してもらうので

す。目の前の雪を先行してもらうのです。

あら取りでも、車幅が広がるわけですか

ら、大型ダンプが堂々と入っていって、ロ

ータリーで積もうが何をしようが効率が上

がると思っているのです。 

 私の質問は、まず、全体を通して、作業

方法はどうなっているか、それにおける作

業体制はどうなっているのかということで

す。小さい項目も含めて、みんな関連があ

りますので、お許しいただく前にお話をさ

せていただきました。まだ３月中で、これ

から雪が降るかもしれませんが、これは毎

年繰り返す話です。同じ金がかかるのな

ら、広い範囲内の除排雪をしたほうがいい

です。先ほど言ったように、大名行列で３

万５,０００円から４万円です。それは、な

れ合いとか云々でなくて、作業員に対して

も、交通安全の法規も大事なことですが、

本当で言う作業方法は、もう２年も３年も

前から同じことを話させていただいており

ますけれども、答弁書を見たら、「努力し

ていきます、何をしていきます」という答

弁ばかりです。住民は、やはり自分の家の

前の雪がなくなったほうが喜ぶのです。だ

から、一回試しでやってみてくれません

か。吉住、あんたの言っていることは間違

いだ、あなたの論法が狂っていると言うな

ら、私も再確認した上でまた論を張りたい

と思います。 

 この問題は、これ１回でやめようと思っ

ていますが、町長、腹づもりだけはお聞か

せ願いたいと思います。いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

吉住議員より種々の御指摘をいただきまし

た。冒頭、昨年から御指摘を受けながら、

同様の御指摘になったということでおわび

を申し上げます。 

 まず、直営の作業員のほうからお話しい

たしますが、言われるとおり、そういう状

況、作業の工程も私なりに見ているところ

です。その中で、長年の中で一番支払いと

してきれいになる方法ということで、こう

いう形で作業工程ができているのかもしれ
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ませんが、町民の方の求めるところとの乖

離があると考えなければだめだと思ってい

ます。そういう面では、その辺のきちんと

した現場の中での作業のいろいろなシミュ

レーションをしながら、そのシミュレーシ

ョンをさらに実験をしていかなければだめ

だと思います。 

 それから、職員の関係でございます。 

 一番の原点は、小さな修繕で、一度壊れ

てしまったところをどのように修復するの

かということです。そういうところがわか

らないと、大きな工事にもなっていかない

と思います。そういう面では、議員が言わ

れるように、これからも管理監督者が指示

をしながら進めていかなければならないと

思っております。 

 また、現場の連携で、一番最初に、町民

からのお話の中で本当に見ているのかとい

うことがありましたが、これは見ておりま

す。間違いなく見させていただいて、個々

に対応させていただいています。職員も、

いろいろな話を聞きながら、指摘されなが

ら、それを積み重ねてきているところでご

ざいます。そういう中では、まだまだ至ら

ないところもあるかと思いますし、職員も

磨いていかなければならないことだと思い

ます。また管理監督の者がその辺の指示を

していかなければなりませんので、私の反

省として述べさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 一問一答になれて

いたものですから、質問事項に対して漏れ

ていたら指摘をいただきたいと思います。 

 技術職員は特に現場で育てて磨きをかけ

るということと、常に課題は現場にあると

いうことを改めて確認させていただきまし

た。 

 いずれにしましても、コストが削減され

るのが一番でありますので、ことしからで

きるかどうかは置いておいて、いずれにし

ろ、そういった提案について検討させてい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 町長の答弁をい

ただきましたので、これからに期待して、

次の項目に移ります。 

 私は、美幌新聞等を見ていますと、町長

冥利に尽きるなといつも感じております。

美幌町の代表でありますから、表敬訪問、

それも国内外に名をはせた人たちが美幌町

を訪れて、美幌を代表される町長に、自分

の大会等の報告も含めながら、美幌町が支

援したことに対してお礼を申し上げながら

来ていると思います。そういう機会は過去

に数多くあったと思いますが、ざっくばら

んな話、表敬訪問を受けたときに、どうい

う話題が出ているものか、許されるならお

聞かせ願えないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） アスリートの訪問

だと思いますので、そういったことでお答

えしますと、私のところには相当な成績を

上げた方に来ていただいていますので、そ

の成績をたたえながら、成績を上げられた

経過、今後の問題、そして、けがには十分

注意してくださいということをお話しさせ

ていただいているところです。そして、町

の誇りであるということもつけ加えさせて

いただいております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 英語で言えば、

ザッツ・イット、まさにそのことだと言い

たいです。こういうことと他のことを比べ

てはいけないのですが、美幌町は、観光と

いう意味ではどういうところがありますか

と言われたら、美幌峠まではすっと出るの

ですが、その次が出てこないのです。これ

は、私の認識不足もあります。しかし、人

材という意味では、ほかの町に類がないく

らい、数多くの美幌住民だった選手が活躍
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されています。それこそ町長がおっしゃっ

た言葉のとおりだと思いますが、これを誇

りに、これをまちづくりの一つにしたらど

うかと思います。 

 美幌町は、世界大会にも、国内の全国大

会にも、優秀な選手を輩出しています。誇

りどころか、この方々の結果を見た場合

に、美幌全体の評価が上がると思っている

のです。 

 しかし、これを維持していくというのは

妙な言い方ですが、過去に活躍された人た

ちは、年齢的にも体力的にもだんだん落ち

ていきます。そうなると、稲垣議員がいい

質問をされましたが、その人たちを先生と

する手もあります。ほかの人たちよりも秀

でている能力者です。選手イコールいい指

導者かどうかは別ですが、最低の練習方法

があると思うのです。そういう意味におい

ては、今後追随される子供たちの環境整備

という意味で、今回、コンクリート・アス

ファルト舗装基盤のスケート場をつくった

らいかがかという思いです。 

 ４億７,０００万円ぐらいかかるという答

弁でした。これも、私は単純に４億７,００

０万円とは受け取らないです。というの

は、全国大会を開くような会場をつくると

いう意味で４億７,０００万円なのか、ある

いは、まずスケートリンクと休憩所があっ

て、その後、経済的な余裕が出てきたとき

に観客席とか、そういうつくり方もあるの

ではないかという発想です。私は、この４

億７,０００万円という答弁は、否定もしま

せんが、真にも受けておりません。 

 もう一つは、世界大会のスケートリンク

の例を教えていただきたいのですが、世界

大会、全国大会は、俗に言うＡ、Ｂ、Ｃと

スケートリンクの距離とか幅ということで

言っていると思いますけれども、今、選手

だって、でたらめに言いますが、４００メ

ートルのリンクで大会をやるのに、１周が

１５０メートルのリンクでは練習にならな

い部分があると思います。雰囲気です。全

国大会規模だったら、観客席があろうとな

かろうと、そういう場所で足の運び方、コ

ーナーの入り方も変わってくるのではない

かと思います。私は国内大会のランクがわ

かりませんので、承知していれば、これだ

け教えてください。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いま御質問がありましたリンクのタイプで

ございますけれども、日本スケート連盟が

公認するスケートリンクは３種類ございま

す。先ほど説明しました３８７.３６メート

ルがＣタイプということで、長野亓輪が開

かれましたエムウェーブと同じ規格です。

そのほかに、３８４.１４メートル、３８

５.７７メートルという３種類の公認リンク

があります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） ありがとうござ

います。 

 そういうことを含めて、美幌町の今後の

行く末を見るという意味でも、今回、町長

は大きい決断をされていると思います。室

内多目的運動場に思い切って何億円と。私

は、実は懸念していたのです。多目的運動

場云々ではなくて、庁舎も建てるとおっし

ゃられた。それは、いろいろな財政状況を

踏まえての話だと思っています。でも、間

近に消防庁舎も建てなければいけない。ざ

っとの試算ですけれども、単純にこの三つ

だけでも４０億円はかかってしまうだろう

と見ているのです。しかし、町長が腹をく

くれば、まちづくりという意味において

も、美幌町の名を広めることもできると思

います。びっくりするどころか、まさしく

これが町長の権能だと思っておりますの

で、スケートリンク場についても、室内多

目的運動場もあわせてでき上がれば、美幌

町は鬼に金棒と思っています。 

 これで勝手に質問を閉じますが、期待し
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ています。ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 美幌の子供たちは

頑張っておりますが、私が思うこの町の特

色は、スケートだけではなくて、多種目に

わたって優秀な子供たちが非常に多いとこ

ろではないかと思っております。 

 今、スケートリンクのアスファルト整備

についてお話がありましたけれども、平成

２７年２月２５日にスケート協会から陳情

書をいただいており、その４番目にこれが

入っております。その前に、夜間照明の増

設とか、スケート大会における音響設備と

か、製氷におけるザンボニーの導入とか、

いろいろありますけれども、できるところ

からしっかりとやっていきたいと思ってお

ります。音響についても、夜間照明につい

ても、しっかりとした取り組みをまず始め

て、その上でどうするかをしっかりと考え

ていきたいと思っています。よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） いいほうに勝手

に捉えておきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉

住博幸さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は１５時４５分といたします。 

午後 ３時４１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 一般質問を行いま

す。 

 通告順により発言を許します。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、通

告しております大きく２項目につきまし

て、以下、質問をさせていただきます。 

 第１の子育て支援の１項目めは、通院医

療費助成の拡大についてであります。 

 今から約３年前、平成２６年１２月３０

日に、土谷町長に対して議会全員による政

策提言を行いました。中身は、美幌町の人

口が２６年後に１万４,０００人台に急減す

る、人口移動が収束しない場合は１万２,０

００人台にということで、この国立社会保

障・人口問題研究所などの推計を受けまし

て、美幌町が子育て支援オホーツクナンバ

ーワンのまちを目指して、尐なくとも中学

校卒業までの医療費無料化をとの内容であ

ります。 

 提言後、土谷町長は３度の予算編成を行

いましたが、３度目の今回も新年度予算へ

の通院医療費助成拡大は見送られたままで

ありまして、小学校入学時を機に通院の医

療費助成は打ち切られております。 

 二元代表制の一方の機関が全員一致で求

めている政策提言は大変に重いものであ

り、町長として、条例提案に準ずるものと

して尊重すべきものではありませんか。 

 人口急減、尐子化対策は、緊急・最優先

の政策課題であり、もろもろの課題の後景

に置かれるものではありません。今日、全

市町村の８２％が既に中学校卒業までの通
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院医療費の無料化または助成を行っており

まして、平成２９年度中にも９０％台に達

しようとする中、美幌町が小学校卒業まで

の医療費助成の拡大も見送り、通院医療費

助成は小学校入学時点で打ち切り、これは

町民の願いに背を向けるものとの批判は免

れないと思います。 

 町政執行方針では、通院にかかわる助成

拡大についても検討を進めるとの表現であ

りますが、拡大の状況や時期についてお示

しいただきたいと思います。 

 子育て支援の二つ目は、学校給食費の助

成についてであります。 

 世帯収入が伸び悩み、一方で教育費が増

加傾向の中にありまして、親の負担の軽

減、若年層人口の増加を期待、学校を通し

た社会保障などなど、幾つかの動機があり

ますけれども、学校給食への補助が道内７

９市町村、オホーツク管内では８市町であ

りますが、いずれも４４％の実施率となっ

ております。来年度に向けてさらに増加す

る傾向にございます。 

 その内容はいろいろありますが、全額無

償を初めとしまして、多子世帯の全額助

成、半額助成など、さまざまです。親の負

担を減らして子育て支援との考え方が全国

的に広がっておりまして、やがて大半の町

で給食費助成となる情勢を受けて、美幌町

でも積極的に検討すべきと存じますが、こ

れまでの美幌町及び教育委員会の検討経過

をお示しいただきたいと存じます。 

 大きな二つ目は、住宅など耐震改修につ

いてであります。 

 その一つ目は、美幌町の住宅・建築物の

耐震化の状況と課題についてお聞きしま

す。 

 全国的には、平成２０年の時点で、住宅

の耐震化率は約７９％、特定建築物が約８

０％の到達でありまして、達成すべき目標

対比は２％程度のマイナスということであ

ります。美幌町の住宅・建築物の耐震化の

状況についてお示しいただきたいと思いま

す。 

 この点の２項目めは、耐震化目標達成の

可能性と課題についてであります。 

 耐震化目標は、平成２７年度までに９

０％で、これは中央防災会議の指標です。

平成３２年度までに９５％、日本再生戦略

の指標ですが、美幌町における可能性と課

題についてお示しいただきたいと思いま

す。 

 この点の３項目めは、安価な耐震化工事

を目指す地域の取り組みについてお聞きし

ます。 

 安価な耐震化工事を目指して、愛知建築

地震災害軽減システム研究協議会など、大

学、行政、民間企業が協力して、ともすれ

ば大がかりで多額な費用負担となる耐震改

修工事を、安価・合理的に実施する工法の

開発が行われています。北海道及び美幌町

などでの工法の開発・普及はどのような状

況となっているか、お示しいただきたいと

思います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員

の質問にお答えをいたしたいと思います。 

 １番目の子育て支援について、（２）の

学校給食費の助成については、後ほど教育

委員会から答弁をさせていただきたいと思

います。 

 初めに、通院医療費助成の拡大について

であります。 

 御質問の拡大の状況や時期についてであ

りますが、昨年１１月の厚生労働省社会保

障審議会医療保険部会が示した資料にある

とおり、通院医療費助成を中学生まで拡大

している市町村は全国で８２％に上り、未

実施は１８％の３３８市町村であることを

十分に理解しているところであります。 

 この状況を踏まえ、仮に通院医療費助成

を小学生までに拡大した場合は約２,３００

万円の増額、さらに中学生まで拡大すると

約３,２００万円が増額となり、平成２９年
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度予算に必要経費を含めて積算したとこ

ろ、最大で約６,１００万円と試算をしてい

るところであります。 

 また、平成２６年度に対象年齢を拡大し

た道内市町村を調査した結果、導入後の追

加財政負担額は平均で１.５６倍に膨れ上が

っており、本町においても、通院医療費を

仮に中学生まで拡大した場合には、平成２

９年度予算で２倍以上の財政負担を伴うも

のと予測しているところであります。 

 医療費助成は、恒久的な多額の財政負担

を後世に強いるものとなり、半永久的な事

業ともなり得るため、導入に際しては、慎

重に検討を重ね、決断を下さなければなら

ないことをどうか御理解いただきたいと存

じます。 

 町としましても、住みよいまちづくりの

ための子育て応援事業として、助成対象枠

の拡大に向け、引き続き、財源確保を含め

た課題を整理し、前向きに検討を進めてま

いりますので、重ねて御理解を賜りますよ

うお願いしたいと思います。 

 次に、住宅等耐震改修についてです。 

 御質問の美幌町の住宅・建築物の耐震化

の状況と課題についてでありますが、町で

は平成２２年度から２７年度を計画期間と

する耐震改修促進計画が終了したことか

ら、現在、計画期間を平成３３年度までと

する見直しを進めております。前計画当初

の平成２２年度の耐震化率は、住宅８,６０

８戸に対して７３.０％、また、多数が利用

する特定建築物９７棟に対しては７６ .

３％、そのうち公共建築物は４９棟で８９.

８％であったところであります。 

 前計画が終了した平成２７年度末では、

住宅８,６４８戸に対し７５.８％で２.８％

の増、特定建築物９６棟に対し８１.３％で

５％の増、うち公共建築物は４９棟に対し

９３.９％で４.１％の増となっています。 

 しかし、目標とする耐震化率はそれぞれ

９０％であることから、民間建築物の耐震

化が進んでいない状況にあります。 

 次に、御質問の耐震化目標達成の可能性

と課題についてでありますが、現在、見直

し作業中の耐震改修促進計画は、目標年度

を平成３３年度とし、前計画の検証と課題

を整理し、耐震化率は国及び北海道の計画

目標に沿った９５％としたところでありま

す。 

 目標達成への課題でありますが、耐震改

修の対象は旧耐震基準が適用された昭和５

６年５月３１日以前の建物であることか

ら、建築後３６年以上が経過し、あわせて

居住者の多くが高齢期を迎える状況にあり

ます。さらに、耐震改修工事を行う際には

工事費が多額になること、また、核家族化

の進展により、住宅が子供に継承されてい

ない時代背景も耐震化が進まない一因と思

われます。 

 このような状況から、目標達成はかなり

ハードルが高いと認識しておりますが、広

報紙などによる積極的な情報提供と耐震化

に関する相談窓口体制の充実を図りなが

ら、耐震化率の向上につなげてまいりたい

と考えております。 

 次に、御質問の安価な耐震化工事を目指

す地域の取り組みについでありますが、現

在のところ、北海道においては、安価な耐

震化工法を開発している状況にはありませ

んが、平成２４年度に北方建築総合研究所

で住宅性能向上リフォームマニュアル（耐

震・断熱改修方法編）が作成されておりま

す。これは、既存のモルタル仕上げ外壁住

宅の断熱性と耐震性向上を両立させる改修

方法に関する内容で、モルタルに地震時の

揺れを吸収させつつ、断熱性の改善も図る

ものであります。 

 本町においては、リフォーム促進補助事

業にあわせた耐震改修事業を促進する中

で、これら情報の周知と補助の活用促進を

図ってまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきますよう、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 以上、答弁をさせていただきました。よ
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ろしくお願いをいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議

員の御質問に答弁させていただきます。 

 学校給食費の助成についてですが、御質

問の学校給食費助成に係る美幌町及び教育

委員会の検討経過についてでありますが、

町長部局においては、さまざまな子育て支

援事業に取り組む中、学校給食費について

も助成する市町村が増加してきていること

から、今後、調査・研究すべきものと考え

ております。 

 学校給食については、子供たちの心身の

発達や将来に向けた健康づくりを考えたと

きには、良質な内容の学校給食を提供する

ことが重要であり、そのための費用とし

て、保護者の皆さんにも御理解いただける

範囲として、小学生は１食２３７円、中学

生は１食２８２円の食材費を御負担いただ

いているところであります。 

 教育委員会といたしましては、給食費助

成が、就学援助制度により準要保護者児童

生徒などを対象に給食費負担分の給付がな

されていることから、現状においては新た

な助成は考えておりません。 

 しかし、地場産品の振興としまして、平

成２９年度予算において地元食材による給

食提供を御提案しているところであり、今

後、子育て支援や地場産品の振興のための

食材費支援などとして行うのであれば、町

長部局とも調査・研究すべきと考えており

ますので、御理解をいただきたいと存じま

す。 

 以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 通院医療費の助成

にかかわってから再質問したいと思いま

す。 

 現状の美幌町が行っております医療費助

成を小学生に拡大した場合は２,３００万

円、さらに中学生まで拡大すると３,２００

万円が増額となるということであります。 

 そこでお聞きしますが、現在、美幌町の

子供の医療費無料制度については、課税対

象世帯であれば、３歳未満は無料ですが、

３歳以上児は、通院就学前は２割５分の助

成で、本人は０.５割の負担が発生いたしま

す。入院は、昨年８月で中学卒業まで２.５

割の助成と拡大されましたが、この部分に

つきましても本人負担の０.５割が伴ってお

ります。これを、課税世帯を含めて全額助

成すると仮定した場合、それぞれどのよう

な金額になるのでしょうか。お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの御

質問につきまして、現在、答弁でお答えし

ました新たに拡大した通院分の助成費に関

してでございますが、小学生を拡大した場

合は２,３００万円とお話ししておりますけ

れども、この分の自己負担分をなくしたと

仮定しますと、約４００万円ふえて２,７０

０万円と考えております。さらに中学生ま

で拡大すると３,２００万円と答えしており

ますが、３,８００万円ということで、全体

で６００万円ふえると考えておりますが、

現在、入院の部分の３歳以上、中学生まで

の０.５割の自己負担の分を町で負担すると

した場合は、大体４００万円程度ふえると

いうことで、新たに導入するとトータルで

４,２００万円程度の負担増と考えておりま

すが、乳幼児等の医療費負担の割合を変え

てしまいますと、自己負担の分、ひとり親

世帯とか、重度心身障害者の医療費給付の

部分にも影響してきますので、そちらへの

波及の数字までは捉えておりませんが、あ

くまでも乳幼児医療の部分の自己負担の０.

５割をなくした場合はこうなりますという

ことを申し添えておきます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 第１回目の御答弁
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でいただきました数字は、現状で対象年齢

を拡大した場合ということで、全国的には

完全無料化、親の自己負担ゼロという場合

も相当数ございますので、美幌町が進めて

いる医療費無料化は限定されたものだとい

うことで現状をしっかり捉えておきたいと

思います。 

 そこで、ことしの１月１２日、富山市議

会の全会派による要請が市長に出されまし

た。中学校卒業までの入通院とも親の負担

なしで無料化をすべきだということで、こ

れに対して市長は、直ちに予算化をして、

新年度予算に計上されております。極めて

速いスピードです。 

 美幌町は、親の負担がまだ０.５割残って

いる状況のもとで、３回の予算編成の中で

通院については全く見過ごされている状況

です。そういう意味で、二元代表制の一方

の機関が全員一致で求めている政策提言に

ついて、余りにも後ろ向きではないかとい

う思いを深めております。 

 私は、提言を行った翌年の３月議会で、

議会側から、おまえは所管している総務文

教厚生常任委員会の責任者なのだから、こ

の件に関して代表質問をしろということ

で、極めて珍しいことですけれども、４月

に選挙を控えている骨格の予算の時点でも

あったので、見事に当選された土谷町長に

対して、選挙前ではあるけれども、腹の内

を示してほしいということで代表質問をさ

せていただいた経過があります。そのとき

も議会側の熱い思いをお伝えしております

が、町長はみずから３回の予算編成を行わ

れまして、思いをしっかり受けとめておら

れるとすれば、新しい年度の予算に何らか

の形で反映されてしかるべきではなかった

かと思うのです。 

 これから審査します新年度予算の中で

も、通院医療費助成は、現状の０.５割の親

の負担を前提に、なお前進されないという

のは、提言を行った議会側は大変深い失望

を覚えておりますが、改めて議会全員によ

る政策提言というのは、一般質問とは全く

違い、大変重いものだと思うのです。 

 その点に関して、富山市で行われた事態

と、我が町の執行権者としての町長の思い

を重ねると、大変残念な思いがあるのです

が、この点に関して、まず、町長から御答

弁をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 代表質問の回答の

中では、私も現職として責任ある回答をし

たいという思いで、バラ色の回答ではなく

て、非常に厳しい状況にあるような回答を

した記憶があります。それは、現職の立場

である以上、何もかもできるということで

はなく、検討させていただく部分について

は検討させていただきたいという思いで答

弁をさせていただいたところでございま

す。 

 もちろん、二元代表制の議会の御意見

は、重いものがありますし、尊重すべきだ

と思っておりますけれども、乳幼児等医療

の負担割合をどうするかについては、今も

お話がありましたように多額の財源が必要

であり、しかも恒久的な財源が必要です。

私は、やるときは途中でやめるなんて思い

は全く持っておりませんので、やる以上

は、相当な年数が必要だろうという思いで

した。 

 私どもの町は、子育てについて、いろい

ろな方策をとっていないわけではなく、む

しろ、ほかの町に比べると大いにやってい

る町ではないかと私は思っております。私

は、尐子化対策を含めて、全面的な展開を

図りたいという思いで、全体を押し上げて

いきたいという思いでおります。 

 昔の言葉で一点突破・全面展開というの

がありましたけれども、そうではなくて、

全面的に突破していって全面的な展開をし

たいと考えております。その中で、医療費

無料化に向けて、もう一枚加われば、さら

に全面的な展開が図られるのだろうという

思いを込めて、多額のお金がかかるという
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ことも含めて、先ほどお話ししたようなこ

とがあり、なお検討の時間をいただきたい

という思いで答弁をさせていただきまし

た。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 多額の財政負担を

伴う恒久的な制度なのでということは、全

くそのとおりだと思います。一時的な財政

措置では済まないけれども、全く親の負担

ゼロで中学校卒業まで入院、通院とも無料

化というところが急速にふえている状況を

考えたときに、他の制度を前進させている

からということだけでは説明がつかないの

ではないかという思いはいたします。 

 今、美幌町の実質公債費比率は１０％を

切ったかなと思いますが、一時、２３.３％

ということで、類似団体の中では、平成１

７年度決算時点では最悪だったという過去

を持っています。しかし、職員給与の思い

切った引き下げをベースにしながら、使用

料、手数料の値上げも含めて、そういう意

味では全住民が協力して町の財政再建に取

り組んできたという経過をもって、大体１

０％を切ったかなという状況にあります。 

 実は、今まで伝わってきてはいたのです

が、報道されたのは本日の北海道新聞で

す。全国唯一の財政再生団体である夕張市

に、国が今後１０年間の再生計画に同意を

したということで、総務大臣と一緒に写真

入りで載っております。この中で、今後１

０年間で毎年２６億円の赤字を返還すると

いうことで、残る累積債務２３７億円を解

消するという一方で、子育て支援に力を入

れるということです。そして、保育料の無

料化は、２人目以降は無料にするというこ

とです。美幌町は、２人目で半額、３人目

で無料ということで、残念ながら、ここで

も夕張よりおくれています。 

 それから、就学前の幼児に限られている

子供の医療費助成です。問い合わせて聞く

と、この表現は適切ではありませんが、道

の医療費助成と同じなのです。２年前に、

入院は小学校卒業まで親の負担はなしだっ

たのですが、入通院とも親の負担はゼロで

中学校卒業まで拡大するということを新年

度予算に計上することになっています。 

 あの夕張でも、一方で多額の累積赤字の

返還をしながら、子育て世代については力

を入れざるを得ないということで、国もそ

れをよしとしたという状況を見たとき、美

幌町の子育て支援策というのは、やはり胸

を張ったものにはならないのではないかと

思うのです。 

 美幌町は、財政的には非常に健全化され

てきている中で、数字は一定程度示されま

したけれども、その程度の負担は、今、全

国どこでも子育て支援は避けられない状況

で、それくらい、人口減尐の問題で必死に

取り組んでいるのが実態です。多額の費用

がかかるということはわかりますけれど

も、踏み切らざるを得ないのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） これは、全くの信

頼関係になると思いますけれども、決して

検討しないということではなくて、検討さ

せていただきたいという思いでいるところ

でございます。 

 今、夕張のお話をされました。きのうも

お話ししましたが、美幌新聞の記事により

ますと、子育て世代にアンケート調査をし

ております。その中で、３・４歳児健診や

３歳児の親の９０％以上から、今後もこの

地域で子育てをしたいと思っているという

評価をいただいております。これは何かと

いうと、とりもなおさず、総合的な施策が

じわりじわりと効果的に出てきているので

はないかと、そのように受けとめておりま

す。そうでなければ、こういう数字は出て

くるわけがないのですけれども、それにあ

と一枚加わればという検討を今させていた

だいているところでありますので、もう尐

し時間をいただけませんか。こちらからの
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お願いであります。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 私もその記事を見

ておりました。関連しますので、アンケー

トの対象はどこまでの親御さんに広げられ

たのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 私は、近くで働いている小学生の子育て

世代のお母さんたちが何人かいらっしゃる

ので聞いているのですけれども、やはり学

校給食が助成されると大変助かるというこ

とです。それは、うちの子は病気をしない

のでという前提で、それはそうかと思いま

す。同時に、どうしても子供が病気をする

ので、子供の医療費の対象を広げてくれる

とありがたいのだということで、全体とし

ては満足していると言っておられないこと

もあるものだから、美幌新聞に報道され大

変いい結果は承知していますが、どういう

親を対象にされたのか、あわせて聞かせて

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 美幌新聞に掲

載されましたアンケート調査の結果でござ

いますが、平成２７年度の乳幼児健診にお

いて実施したアンケートでございまして、

４カ月児が１１７件のうち１１５件の回

収、１歳６カ月児が１３２件送付しまして

１１３件の回収、３歳児が１６２件送付し

まして１５９件ということで、それぞれ回

収率は９０％程度のものでありますが、対

象としたのは４カ月児と１歳６カ月児と３

歳児でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 対象が限られてい

るのだろうと思っておりました。いずれも

３歳未満児は、子供の医療費で言えば全額

助成になっているということなので、それ

は評価されているということで、町長が受

けとめられた感想と、そういう意味では全

く同感です。 

 ただ、それ以降になりますと、課税世帯

では、３歳以上児になると本人負担の０.５

割がずっと発生し、２.５割の助成そのもの

が通院になると、小学校入学時点で打ち切

りになるということなので、それ以降に的

を絞っていくと評価は違ってくるのかなと

思います。 

 時間が大変限られているので、―ある

年代までの子育て支援は、美幌町は３歳未

満までの評価は高い。問題は、３歳を超え

て子供の医療費がいよいよかかって、本人

負担も発生するという中で、全国的には完

全医療費無料化も含めて行われます。ある

いは、夕張などでも、おくればせながらだ

と思うのですが、財政再生団体という中

で、やりくりをものすごく大変だけれど

も、頑張らなければいけないという動きに

なっています。 

 そこで、議会の所管委員会も、子育て支

援については非常に関心を持っておりまし

て、例えば、兵庫県の相生市の子育て支援

の視察調査もしています。これは、財政改

革を行って、子育て支援の全ての予算には

財政改革で浮かした費用を充てるというこ

とで、１１項目の施策を展開しているので

すが、平成２３年４月１日に相生市子育て

応援都市宣言を行って、例えば、医療費に

ついては小中学校、特別支援学校の児童生

徒は全額補助、親の負担はなしです。それ

から、後にも触れますが、給食費について

も、小中学校、特別支援学校の児童生徒は

全額補助ということで、一般会計そのもの

をやりくりするのではなくて、首長の思い

切った行財政改革を断行して、そこで浮か

した費用を充てるということをやっていま

す。 

 その結果、実施３年後にアンケートがと

られているのですが、まだ低いですけれど

も、このまちに住み続けるかという質問に

対して、スタート直後の調査と比べて、安

心して子供を産み育てることができるかと
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いう問いに、３７.３％がそう思うと答えて

おり、アンケートがとられた２年前と比べ

て９.３ポイントふえているということが地

元でも報道されております。 

 多分、美幌町も同じような状況になり、

回答は大きく前進してくると思うのです

が、予算のつくり方も含めて、そのまちが

なくなってしまうというような推計が出さ

れているときに、だから町を挙げて子育て

支援をやっていこうと。その一番象徴的な

出来事は、病気になっても安心して子供を

このまちで住み続けることができるという

ことだろうと思うのです。そういう状況を

見たときに、町長、美幌町のテンポは大変

遅いのではないかと思いませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 大江議員が言うよ

うに、ほかから見るといろいろあると思い

ますけれども、先ほども言いましたよう

に、全体を見ていただいて、全体でどうな

のかというところも評価の一つに数えてい

ただきたいという思いです。 

 私は、医療費の無料化については、財政

格差があっても医療格差があってはならな

いということで、国や道に向かって物を申

していきましょうということでいろいろや

っているのですけれども、なかなか難しい

のです。というのは、この辺の町村もやっ

ているところとやっていないところの色分

けが出てくるのです。やったところの内容

も全く違うもので、要するに、競争のよう

になってしまっているところがあるのでは

ないかという捉え方をしております。 

 しかも、国からペナルティーを受けると

いうことで、療養給付費の負担の削減も国

からやられている状況の中で、僕は、これ

は国にやってもらわないとだめだと思いま

す。各町村の競争のようにやって、何ぼだ

何ぼだなんて話ではなくて、全国の中でや

っていないところは全くないわけで、中身

が違うというところがありますけれども、

どこも助成しているわけでありますから、

基本的には国のやる仕事だなという思いを

しております。引き続き、そういった努力

もしていきたいと思っておりますので、大

江議員がおっしゃるような印象にどう当た

るかわかりませんけれども、私はそんな思

いをしております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 残り時間が１３分

程度の中で、この問題だけというわけには

いかないので、最後にしたいと思います。 

 先ほど申し上げた相生市の実質公債費比

率を調べましたら、１５.９％ということ

で、美幌町よりも財政状況はよくないので

す。そういう中で、行財政改革で生み出し

て、それを原資にして、子育て支援に「１

１の鍵」ということで、そのうちの２項目

だけを先ほど御紹介したのです。やはり、

子育て支援ということでは、応援都市宣言

をしていることもあり、それなりに進んで

いるなと思います。そうせざるを得ない推

計が既に出されているのを直視すべきでは

ないかと思います。 

 私は、今議会での一般質問なので、ここ

で方向性が出るのが一番いいと思います

が、予算の関連質疑がありますので、そち

らに移したいと思います。一番最初に申し

上げましたが、二元代表制の議会の権能

は、予算執行権はないけれども、例えば予

算の増額修正も美幌町議会として可能であ

るという見解をいただいています。その大

もとになる款項の予算が現実にありますの

で、款項の新設ではない。したがって、増

額修正はできるという権能も確認していま

す。提案ではなくて、法律に基づく議会の

条例提案も二元代表制の１機関としては残

されているということで、全体の意思を３

回にわたって顧みないということになれ

ば、その部分も考える余地は生じてくるの

ではないかと思っています。そのように思

っているということで、最終的には予算に

かかわっても来ますので、それらも含め
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て、いつからどのようなスケジュールでや

られるのかということを一般質問でお聞き

したのですが、そこについては明確な御答

弁が現状では得られていないということな

ので、これらも含めて予算審査の中でしっ

かりお聞きしていきたいと思います。その

ことだけを申し上げて、この部分について

は終わりにしたいと思います。 

 今会期中に必ずそういう場面があるとい

う思いでおります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 予算の修正、特に

予算の増額でありますけれども、執行権は

私、編成権は私どもにありますので、そこ

をどう調整するかということであります

が、これはお互いの信頼関係の上に成り立

つ話だと思っています。これは、事が重い

ので、もう尐し時間をいただきたいという

思いでおります。 

 私は、町長職になって９年１０カ月にな

りまして、いろいろなことを議会で論議を

させていただきましたけれども、その実績

をしっかり見ていただいて、信頼をいただ

かなければなかなか難しいと思います。こ

れは、信頼関係の上に成り立つものだとい

う思いでおりますので、よろしくお願いし

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 今の部分について

のコメントも含めて、後日に移したいと思

います。残り８分でありますので、次に移

りたいと思います。 

 学校給食費の助成は、現在４４％程度

で、管内も４４％ということです。内容は

さまざまですが、子供の医療費の部分でも

そうですけれども、学校給食費も、議会側

として、全庁を横断した一元的な検討の組

織が必要ではないかと思っているのです。

だから、この中で町として調査・研究する

という方向性も見えまして、教育委員会も

そういう方向ということなので、美幌町の

子育て支援はどうあるべきかということ

で、ぜひぜひ大いに町民的な議論もできる

ような材料を提起してもらって、前向きな

判断をいずれせざるを得ないのではないだ

ろうかと思っております。 

 そこで、いろいろ用意したのですが、例

えば、お隣の韓国では、貧しい者が給食無

料化をと申請することはどうも差別につな

がるということで、この際、全員無料化し

ようという動きになって、小学校の９

４％、中学校の７６％が給食費無償となっ

ているようです。これらも含めて、多額の

予算は伴うのですけれども、本気になって

子育て支援に取り組まない限り人口増はな

いということで、教育委員会も町長部局も

含めて、政策を横断的に検討するという段

階にいよいよ来ていて、窓口を一元化する

という決断も含めて必要ではないかという

思いで御質問したのですが、教育長、いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 先ほど、町長が

子育て支援の医療費の話をしました。そう

いう中で、教育機会均等の趣旨にのっとれ

ば、無償化に反対ではなくて、無償化は国

がきちんとやるべきだと思っているので

す。そして、市町村がやるということには

前向きではない気持ちがあります。 

 では、現実に何もしないのかという話の

中で私が非常に気になっているのは、子育

て支援ということでは総合的な判断の中に

給食費のことは入れてもらおうと思ってお

ります。前回の１２月の質問の中で、全教

が就学支援金の狭間にある世帯で給食費を

払えない状況があるということを言われて

いました。その中で、このごろは見えない

貧困ということを気にして、いろいろ調べ

させていただいています。 

 今、大田区が、子どもの生活応援プラン

という中で、町全体は町長部局で考えてい

るのですが、教育委員会として何ができる

かということを非常に真剣に考えさせてい
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ただいています。 

 本来の趣旨からは離れますが、子育てを

していく中で、教育委員会としてどういう

形できちんとかかわれることがいいかとい

うのは、給食費だけでなく、きちんと考え

なければいけないと思います。先ほど、中

嶋議員に対して尐し冷たいような答弁をし

ましたけれども、ワクチンのことも含め

て、何が本当に大事なのかということは真

剣にやっていきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 本来、町長にもお

聞きしなければいけない部分ですが、これ

は予算質疑の中でも触れられるということ

ですから、きょうは後日に回したいと思い

ます。 

 最後の質問に移りたいと思うのですが、

住宅などの改修について、実態がわかりま

した。平成２７年度末で木造住宅で残って

いるのは２,０９２戸かと思います。一、二

戸のずれはパーセンテージなのであると思

います。それから、特定建築物で耐震化が

残っているのは１８戸だということです。

よその町ではやっているのですが、この中

で全戸調査を行って大丈夫なもの、耐震補

強を必要とするもの、空き屋で耐震化すれ

ば使えそうだというものと、空き屋でこの

ままでは解体しかないというものも全て調

査しているのです。先ほど、国とか県とい

う話も出ていましたが、県の耐震補強の助

成の中で、ごろんとやれるぞというところ

も実は出ているのです。そういう意味で

は、北海道は大変おくれていると思ってい

ます。 

 先ほど調べた中で、愛知建築地震災害軽

減システム研究協議会が出しているデータ

では、住宅個々に地震の強度が１.０あれば

倒れないので、本格的な補強ではなくて、

とりあえず１.０を達成するため、工務店な

ども入りまして大がかりな研究がずっとさ

れて、その例が紹介されています。これは

高知県のデータですが、ここでもその中身

を詳しく紹介して、相当本腰を入れてやっ

ています。多分、担当としては見ておられ

ると思うのですが、美幌町のそれぞれの住

宅に応じた、例えば１.０以上に達成できる

ようなとりあえずの耐震補強を個別に検討

するということを町の工務店も含めてやら

ない限りは達成できないと思うのですが、

そういう点で対応していただくことはでき

ないかということを申し上げて、御答弁い

ただきたいのです。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問でございますが、住宅における未

耐震の建物は２,０９６戸でございます。９

５％の目標に持っていくには１２２戸の耐

震化を行わなければならない状況でござい

ます。 

 議員がおっしゃられた今後の課題につい

て、実際にその方々が幾らぐらいなら耐震

改修を行う気持ちがあるのかということ

を、今回の計画に当たってアンケートをと

っております。 

 アンケートの結果で申し上げますと、７

年前の前期の計画のときは、約５０％の人

が１００万円までは出せるという話だった

のですけれども、今回のアンケートの中で

は、半分の方が耐震改修工事に５０万円ま

でしか出せないという状況もございます。

そういうことを考えますと、約２００万円

かかると言われている耐震工事の中では、

かなり幅があるということで、これは本当

に課題として考えていかなければだめです

し、答弁にも加えさせていただいたのです

けれども、課題が大きいということで認知

しております。 

 そういうことで、議員がおっしゃられた

ことも含めて、どういうことが可能なの

か、北海道とも相談をするような機会があ

ると思いますので、また研究してまいりた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江
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道男さんの一般質問を終わります。 

 以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ４時４５分 延会   
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